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インターネットでの掲載 

統計課 令和 6年 6月 25日 

 

令和 2年(2020年)基準  岐阜市消費者物価指数 

令和 6年 5月分 

概 況 

令和 6 年 5 月の岐阜市の総合指数は、令和 2 年を 100 として 108.0 となり、前月比

で 0.1％の上昇、前年同月比で 2.8％の上昇となった。 

生鮮食品を除く総合指数は 107.4 となり、前月比で 0.1％の上昇、前年同月比で 2.6

％の上昇となった。 

生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は 106.6 となり、前月と同水準(前月比で

0.0％)、前年同月比で 2.6％の上昇となった。 

 

図１ 消費者物価指数の推移 

 

表１ 総合指数、前月比及び前年同月比 

 

※  全国総合指数の前月比については、季節調整値としている。 

注）前月比及び前年同月比については、端数処理前の指数値を用いて計算しているため、公表された指数値を

用いて計算した値とは一致しない場合がある。 
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を除く総合指数

R3

R4

R5

R6

R2=100

令和6年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

指数 105.0 105.0 105.5 105.7 105.8 106.7 106.6 106.5 106.8 106.7 107.0 107.8 108.0

総合指数 前月比    (％) 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.8 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.3 0.8 0.1

前年同月比(％) 3.3 3.2 3.4 3.1 2.6 2.5 2.3 2.2 1.8 2.6 2.6 2.6 2.8

指数 104.7 104.9 105.3 105.5 105.4 106.2 106.3 106.3 106.4 106.5 106.7 107.3 107.4

前月比    (％) -0.2 0.1 0.4 0.1 -0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1

前年同月比(％) 3.2 3.1 3.2 3.0 2.2 2.0 2.0 1.9 1.7 2.6 2.6 2.3 2.6

指数 103.9 104.1 104.7 105.0 105.1 105.6 105.6 105.7 105.7 105.8 105.9 106.6 106.6

前月比    (％) 0.1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0

前年同月比(％) 4.0 4.1 4.4 4.4 3.9 3.5 3.4 3.6 3.4 3.3 3.1 2.8 2.6

指数 105.1 105.2 105.7 105.9 106.2 107.1 106.9 106.8 106.9 106.9 107.2 107.7 108.1

総合指数
前月比(季節調
整値)(※)(％) 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5

前年同月比(％) 3.2 3.3 3.3 3.2 3.0 3.3 2.8 2.6 2.2 2.8 2.7 2.5 2.8

全
国

生鮮食品を除く

総合指数

生鮮食品及びエ
ネルギーを除く

総合指数

岐
阜
市
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（平成27年＝100　区分：令和２年平均まで）（令和２年＝100　区分：令和３年平均から）

指　数
対 前 年
(同月)比
(％)

指　数
対 前 年
(同月)比
(％)

平成２０年平均 98.6 1.4

　　２１年平均 97.2 △ 1.4 100.8 △ 1.3

　　２２年平均 96.5 △ 0.7 100.0 △ 1.1

　　２３年平均 96.3 △ 0.3 99.6 △ 0.4

２４年平均 96.2 0.0 99.6 0.0

２５年平均 96.6 0.4 99.9 0.3

２６年平均 99.2 2.7 103.2 3.3

２７年平均 100.0 0.8 104.4 1.2

２８年平均 99.9 △ 0.1 99.7 △ 0.3

２９年平均 100.4 0.5 100.0 0.3

３０年平均 101.3 1.0 100.9 0.8

平成31(令和元)年平均 101.8 0.5 100.9 0.1

令和２年平均 101.8 0.0 100.2 △ 0.8

令和３年平均 99.8 △ 0.2 99.8 △ 0.2

令和４年平均 102.3 2.5 102.3 2.4

令和５年平均 105.6 3.2 105.4 3.1

令和６年１月 106.9 2.2 106.8 1.8

２月 106.9 2.8 106.7 2.6

３月 107.2 2.7 107.0 2.6

４月 107.7 2.5 107.8 2.6

５月 108.1 2.8 108.0 2.8

注２　△はマイナス。

資料出所：総務省統計局、岐阜県環境生活部統計課

区分

岐　　阜　　市全　　国

消費者物価指数の推移（全国・岐阜市）

注１　指数の基準年について、令和３年７月分から令和２年平均を１００
　　とするよう切り替えられており新旧指数の接続が行われている。
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≪本部（全国）集計（第6回）≫

【加重平均】 2024年6月5日現在

4,938 組合 4,429 円

2,886,335 人 1.42 ポイント

3,516 組合 3,033 円

332,855 人 1.09 ポイント

1,422 組合 4,637 円

2,553,480 人 1.47 ポイント

※昨年同時期公表比較

≪岐阜県（連合岐阜）集計（第4回）≫

【加重平均】 2024年6月5日現在

84 組合 4,824 円

37,552 人 1.57 ポイント

58 組合 4,748 円

21,757 人 1.46 ポイント

13 組合 4,827 円

8,172 人 1.58 ポイント

7 組合 4,692 円

6,759 人 1.78 ポイント

6 組合 7,717 円

864 人 2.44 ポイント

29 組合 2,996 円

3,170 人 1.14 ポイント

55 組合 4,992 円

34,382 人 1.61 ポイント

※昨年同一組合比較

【単純平均】

84 組合 4,069 円

37,552 人 1.42 ポイント

【その他集計（組合別）】

昨年度比プラスor維持 76 単組 ％ 26 単組

４，５００円以上獲得 81 単組 ％ 26 単組

連合岐阜２０２４春季生活闘争

第 4 回 賃 上 げ 集 計 結 果　【定昇込み平均賃上げ】

平均賃金方式

2024年

昨年度比

昨年実績（2023年）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

15,236 円 5.08 ％ 10,807 円 3.66 ％

円 3.36 ％

300人以上 15,784 円 5.16 ％ 11,147 円

300人未満
（中小）

11,361 円 4.45 ％ 8,328

3.69 ％

平均賃金方式

2024年

昨年度比

昨年実績（2023年）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

14,181 円 4.88 ％ 9,357 円 3.31 ％

円 3.83 ％

商業流通 14,635 円 5.03 ％ 9,808 円

製造業 15,544 円 5.29 ％ 10,796

3.45 ％

交通運輸 9,661 円 3.56 ％ 4,969 円 1.78 ％

その他 10,913 円 3.48 ％ 3,196 円 1.04 ％

円 3.31 ％

300人以上 14,406 円 4.92 ％ 9,414 円

300人未満
（中小）

11,736 円 4.46 ％ 8,739

3.31 ％

平均賃金方式

2024年

昨年度比

昨年実績（2023年）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

定昇相当込み
賃上げ計

90.5 内中小組合

96.4 内中小組合

定昇相当込み
賃上げ率

12,608 円 4.49 ％ 8,539 円 3.07 ％
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毎月勤労統計調査結果 

 

 

１ 産業別現金給与額（令和６年４月分） 

２ 産業別常用労働者現金給与総額の推移 

３ 産業別常用労働者現金給与総額指数 

４ 産業別常用労働者きまって支給する給与の推移 

５ 産業別常用労働者きまって支給する給与指数 

６ 産業別常用労働者所定内給与の推移 

７ 産業別常用労働者所定内給与指数 
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食

サ
ー

ビ
ス

業
 1
19
 8
71

10
1.
0

1.
6

4.
4

 1
19
 8
51

2.
1

10
.1

 1
13
 2
36

8.
9

 6
 6
15

 2
0

△
 6
 4
24

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
、

娯
楽

業
 2
04
 8
81

12
2.
5

6.
2

3.
2

 2
04
 1
25

6.
3

5.
6

 1
98
 9
57

13
.2

 5
 1
68

 7
56

△
 4
 7
21

教
育

、
学

習
支

援
業

 3
16
 7
89

72
.2

3.
7

21
.1

 3
16
 7
89

3.
7

21
.0

 3
12
 9
61

21
.1

 3
 8
28

 0
  
0

医
療

、
福

祉
 3
11
 5
11

93
.7

△
13
.6

6.
8

 3
11
 0
98

1.
6

6.
8

 2
92
 7
20

7.
1

 1
8 
37
8

 4
13

  
27
9

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 3
21
 6
57

90
.1

△
16
.7

1.
9

 3
21
 2
55

1.
7

2.
8

 2
95
 8
22

1.
9

 2
5 
43
3

 4
02

△
 2
 5
76

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

 2
22
 6
53

10
8.
8

△
2.
0

4.
7

 2
18
 4
89

1.
1

4.
1

 2
00
 1
77

3.
6

 1
8 
31
2

4 
16
4

  
22
1

 
 

注
意
　
１
）
「
調
査
産
業
計
」
に
は
、
調
査
対
象
事
業
所
が
少
な
い
た
め
公
表
を
除
外
し
た
「
鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業
」
を
含
め
て
算
定
し
て
い
る
。所
定
内
給
与

現
 金

 給
 
与
 
総
 額

　
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与

所
定
内
給
与

現
 金

 給
 
与
 
総
 額

　
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
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産

業

 
年

月

調
査

産
業

計
製

造
業

繊
維

工
業

木
材

・
木

製
品

家
具

装
備

品
パ

ル
プ

・
紙

印
刷

・
同

関
連

業
窯

業
・

土
石

製
品

金
属

製
品

業
務

用
機

械
器

具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

２
８

年
2
7
4
,
8
7
6

3
2
0
,
9
0
6

2
0
3
,
9
7
8

3
0
7
,
7
7
7

2
9
6
,
2
3
6

3
4
0
,
4
7
2

2
7
9
,
4
4
7

2
6
5
,
7
6
1

3
1
4
,
5
1
6

3
0
1
,
1
1
8

3
1
8
,
2
8
9

3
2
7
,
9
5
8

注
２

4
2
0
,
1
9
2

2
0
0
,
6
5
5

２
９

年
2
8
5
,
6
2
4

3
3
0
,
8
3
7

2
3
8
,
3
6
0

3
1
9
,
3
7
8

3
0
6
,
4
7
7

3
7
0
,
6
1
4

2
7
3
,
3
7
3

3
2
1
,
6
7
8

3
1
4
,
1
8
5

3
1
9
,
2
8
1

3
4
5
,
1
3
1

3
4
0
,
2
5
1

注
２

4
1
4
,
9
8
0

2
0
8
,
1
1
2

３
０

年
2
8
4
,
2
3
4

3
2
9
,
8
4
6

2
3
9
,
2
3
8

2
8
0
,
3
0
7

3
2
3
,
6
7
2

2
5
7
,
2
5
0

2
8
9
,
3
5
6

3
0
3
,
6
2
3

3
2
3
,
8
1
3

3
7
0
,
2
9
6

3
5
9
,
5
2
4

3
1
7
,
2
2
4

注
２

3
7
8
,
5
3
4

2
3
2
,
0
9
0

平
成

３
１

年
令

和
　

元
年

2
8
6
,
8
3
8

3
2
6
,
3
6
8

2
0
9
,
0
8
1

2
7
3
,
3
9
8

2
8
5
,
1
8
9

3
0
1
,
0
4
8

2
9
7
,
3
4
0

3
2
8
,
5
0
4

3
3
8
,
1
3
5

3
4
5
,
5
9
1

3
6
8
,
0
6
1

2
6
3
,
8
1
4

注
２

3
8
7
,
8
6
0

2
3
7
,
4
8
3

２
年

2
8
3
,
4
5
7

3
1
6
,
7
6
2

2
0
1
,
4
4
4

2
3
7
,
2
8
7

2
6
7
,
1
5
8

2
9
6
,
1
2
8

2
7
4
,
3
4
3

3
5
1
,
3
2
7

3
2
4
,
6
3
6

3
4
2
,
5
1
7

3
9
9
,
8
3
3

2
7
3
,
2
3
3

注
２

3
6
7
,
4
6
0

2
2
2
,
5
8
9

３
年

2
7
7
,
1
3
2

3
2
3
,
7
0
2

2
1
1
,
4
7
9

2
7
6
,
0
6
9

2
8
2
,
5
1
1

2
8
8
,
1
2
8

2
7
1
,
6
4
8

2
9
6
,
4
8
0

3
1
6
,
4
1
3

4
1
6
,
2
7
1

4
3
4
,
5
2
2

2
6
6
,
9
6
6

注
２

4
0
4
,
9
7
6

2
0
5
,
6
6
5

４
年

2
9
3
,
5
3
7

3
3
5
,
3
7
4

2
3
9
,
1
2
5

2
8
0
,
8
9
8

3
2
5
,
8
6
8

2
9
3
,
0
3
3

3
2
1
,
0
3
0

2
8
0
,
9
3
8

3
1
7
,
9
9
5

注
２

4
6
5
,
3
5
0

3
0
7
,
7
5
9

5
1
9
,
1
5
1

4
3
8
,
5
6
1

2
5
6
,
1
1
4

５
年

2
9
8
,
7
7
1

3
4
8
,
4
2
1

2
4
9
,
0
7
0

3
0
3
,
8
5
8

3
4
9
,
5
2
3

3
2
4
,
4
4
6

2
9
9
,
0
2
3

2
6
4
,
0
5
4

3
2
7
,
1
9
5

4
7
7
,
0
8
9

注
２

3
3
3
,
0
3
5

3
5
8
,
6
3
7

4
6
7
,
9
0
0

2
7
4
,
0
1
7

令
和

６
年

１
月

2
5
3
,
6
7
1

3
0
2
,
4
2
9

2
3
8
,
6
2
6

3
4
1
,
6
8
5

2
8
8
,
8
8
7

2
9
1
,
1
7
7

3
6
8
,
3
2
1

2
4
2
,
5
5
0

2
7
2
,
4
8
5

2
0
3
,
2
1
8

3
2
7
,
2
8
1

2
6
3
,
1
2
4

2
7
6
,
8
5
3

3
5
1
,
9
1
5

2
0
4
,
7
6
2

　
　

　
２

月
2
4
9
,
3
6
8

2
8
7
,
4
8
4

2
4
8
,
3
7
5

2
5
1
,
2
7
0

3
0
2
,
5
0
4

3
0
4
,
0
0
8

4
0
7
,
9
2
6

2
5
0
,
7
1
4

2
7
1
,
0
8
7

2
1
4
,
0
7
2

3
3
2
,
3
6
3

2
7
9
,
0
2
9

2
8
8
,
2
4
1

3
5
0
,
2
0
5

1
9
3
,
5
4
0

　
　

　
３

月
2
6
7
,
1
1
1

2
9
5
,
8
9
7

2
4
0
,
0
0
3

2
4
1
,
6
9
5

2
9
5
,
8
5
9

3
0
4
,
9
5
3

2
7
5
,
2
1
5

2
5
8
,
0
4
1

2
8
6
,
0
5
5

2
2
4
,
6
8
4

3
3
9
,
7
6
9

2
9
1
,
7
5
0

3
7
9
,
3
3
7

3
6
1
,
2
2
9

2
0
0
,
4
7
9

　
　

　
４

月
2
6
2
,
8
5
6

3
1
1
,
4
0
7

2
4
6
,
3
7
0

2
5
2
,
1
7
9

2
9
2
,
7
7
3

2
7
6
,
3
8
4

2
8
5
,
9
2
6

2
7
4
,
0
5
4

2
9
9
,
3
9
5

5
5
1
,
8
3
2

3
6
3
,
4
4
4

2
8
4
,
6
2
2

2
6
8
,
4
4
5

4
0
6
,
1
4
0

2
0
6
,
6
7
1

注
１

：
事

業
所

規
模

は
５

人
以

上
。

注
２

：
サ

ン
プ

ル
不

足
の

た
め

非
公

表
。

資
料

出
所

産
業

別
常

用
労

働
者

現
金

給
与

総
額

の
推

移
（

岐
阜

県
）

（
単

位
：

円
）

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

　
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」
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調
　

査
産

業
計

製
造

業
繊

維
工

業
木

材
・

木
製

品
家

具
・

装
備

品

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

印
刷

・
同

関
連

業
窯

業
・

土
石

製
品

金
属

製
品

業
務

用
機

械
器

具

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

2
8
年

平
均

9
7
.
0

1
0
1
.
6

1
0
1
.
1

1
3
2
.
2

1
1
0
.
7

1
1
5
.
1

1
0
1
.
6

7
5
.
9

9
6
.
9

8
6
.
9

7
9
.
7

1
2
0
.
0

注
4

1
1
4
.
1

9
0
.
3

2
9
年

1
0
0
.
8

1
0
4
.
6

1
1
8
.
1

1
3
7
.
1

1
1
4
.
5

1
2
4
.
6

9
9
.
6

9
1
.
2

9
6
.
6

1
0
1
.
9

8
6
.
6

1
2
4
.
4

注
4

1
1
2
.
7

9
3
.
5

3
0
年

1
0
0
.
3

1
0
4
.
4

1
1
8
.
9

1
2
8
.
7

1
2
1
.
9

8
6
.
7

1
0
5
.
3

8
6
.
3

9
9
.
6

1
0
7
.
1

9
0
.
3

1
1
5
.
3

注
4

1
0
2
.
7

1
0
4
.
4

平
成

3
1
年

令
和

元
年

1
0
1
.
2

1
0
3
.
2

1
0
3
.
7

1
1
7
.
3

1
0
6
.
6

1
0
1
.
6

1
0
8
.
2

9
3
.
3

1
0
3
.
9

9
9
.
6

9
2
.
6

9
6
.
6

注
4

1
0
5
.
4

1
0
6
.
9

２
年

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

３
年

9
7
.
9

1
0
2
.
3

1
0
5
.
1

1
1
8
.
6

1
0
5
.
4

9
7
.
4

9
9
.
0

8
4
.
3

9
6
.
9

1
1
5
.
8

1
1
0
.
8

9
8
.
0

注
4

1
0
9
.
7

9
2
.
6

４
年

1
0
3
.
7

1
0
6
.
3

1
1
8
.
7

1
2
0
.
7

1
2
2
.
7

9
9
.
0

1
1
7
.
1

7
9
.
8

9
7
.
7

注
4

1
1
6
.
4

1
1
2
.
6

1
3
5
.
9

1
1
9
.
2

1
1
5
.
3

５
年

1
0
5
.
5

1
1
0
.
3

1
2
3
.
1

1
3
0
.
6

1
3
0
.
6

1
0
9
.
4

1
0
9
.
0

7
5
.
0

1
0
0
.
7

1
3
6
.
7

注
4

1
2
1
.
9

9
3
.
5

1
2
7
.
1

1
2
3
.
1

令
和

６
年

１
月

8
9
.
6

9
5
.
7

1
1
8
.
2

1
4
6
.
6

1
0
7
.
9

9
8
.
3

1
3
4
.
0

6
9
.
0

8
3
.
9

5
8
.
7

8
2
.
0

9
6
.
3

7
2
.
1

9
5
.
6

9
2
.
1

２
月

8
8
.
0

9
0
.
9

1
2
3
.
1

1
0
7
.
8

1
1
3
.
0

1
0
2
.
7

1
4
8
.
4

7
1
.
3

8
3
.
5

6
1
.
8

8
3
.
3

1
0
2
.
1

7
5
.
1

9
5
.
2

8
7
.
0

３
月

9
4
.
3

9
3
.
6

1
1
8
.
9

1
0
3
.
7

1
1
0
.
5

1
0
3
.
0

1
0
0
.
1

7
3
.
4

8
8
.
1

6
4
.
9

8
5
.
1

1
0
6
.
8

9
8
.
8

9
8
.
1

9
0
.
2

４
月

9
2
.
8

9
8
.
5

1
2
2
.
1

1
0
8
.
2

1
0
9
.
4

9
3
.
3

1
0
4
.
0

7
7
.
9

9
2
.
2

1
5
9
.
3

9
1
.
1

1
0
4
.
2

6
9
.
9

1
1
0
.
4

9
2
.
9

平
成

2
8
年

平
均

-
5
.
1

-
3
.
0

2
.
9

-
0
.
3

-
7
.
6

6
.
9

-
1
7
.
8

-
4
.
7

-
7
.
7

-
1
7
.
7

-
4
.
2

-
3
.
7

注
4

-
5
.
1

-
5
.
1

2
9
年

4
.
0

3
.
0

1
6
.
9

3
.
8

3
.
5

8
.
2

-
2
.
1

2
0
.
1

-
0
.
3

1
7
.
2

8
.
7

3
.
6

注
4

-
1
.
2

3
.
6

3
0
年

-
0
.
6

-
0
.
2

0
.
6

-
6
.
2

6
.
4

-
3
0
.
3

5
.
8

-
5
.
4

3
.
0

5
.
2

4
.
2

-
7
.
4

注
4

-
8
.
8

1
1
.
5

平
成

3
1
年

令
和

元
年

1
.
0

-
1
.
2

-
1
2
.
8

-
8
.
9

-
1
2
.
5

1
7
.
0

2
.
7

8
.
1

4
.
3

-
7
.
0

2
.
7

-
1
6
.
1

注
4

2
.
6

2
.
5

２
年

-
1
.
2

-
3
.
0

-
3
.
5

-
1
4
.
7

-
6
.
2

-
1
.
5

-
7
.
5

7
.
3

-
3
.
7

0
.
3

7
.
9

3
.
5

注
4

-
5
.
1

-
6
.
5

３
年

-
2
.
1

2
.
3

5
.
1

1
8
.
5

5
.
4

-
2
.
6

-
1
.
0

-
1
5
.
8

-
3
.
2

1
5
.
8

1
0
.
8

-
2
.
0

注
4

9
.
6

-
7
.
4

４
年

5
.
9

3
.
9

1
2
.
9

1
.
8

1
6
.
4

1
.
6

1
8
.
3

-
5
.
3

0
.
8

注
4

5
.
1

1
4
.
9

4
6
.
3

8
.
7

2
4
.
5

５
年

1
.
7

3
.
8

3
.
7

8
.
2

6
.
4

1
0
.
5

-
6
.
9

-
6
.
0

3
.
1

4
.
0

注
4

8
.
3

-
3
1
.
2

6
.
6

6
.
8

令
和

６
年

１
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

２
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

３
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

４
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
１

：
事

業
所

規
模

５
人

以
上

。

注
３

：
指

数
は

令
和

2
年

（
2
0
2
0
年

）
＝

1
0
0
。

注
２

：
「

調
査

産
業

計
」

は
日

本
標

準
産

業
分

類
の

鉱
業

～
サ

ー
ビ

ス
業

の
合

計
。

注
４

：
サ

ン
プ

ル
不

足
の

た
め

非
公

表
。

注
５

：
基

準
値

改
訂

に
よ

り
現

時
点

は
非

公
表

。

資
料

出
所

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

｢
毎

月
勤

労
統

計
調

査
｣

産
業

別
常

用
労

働
者

現
金

給
与

総
額

指
数

（
岐

阜
県

）

　
　

　
 
産

業

 
年

月

指
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
数

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

（
％

）
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産

業

 
年

月

調
　

査
産

業
計

製
造

業
繊

維
工

業
木

材
・

木
製

品
家

具
装

備
品

パ
ル

プ
・

紙
印

刷
窯

業
・

土
石

製
品

金
属

製
品

業
務

用
機

械
器

具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

２
８

年
2
3
0
,
1
2
6

2
6
3
,
7
2
7

1
8
5
,
3
5
7

2
7
1
,
6
5
6

2
6
3
,
8
0
5

2
7
3
,
9
1
9

2
3
6
,
8
8
4

2
2
9
,
5
8
5

2
6
7
,
5
8
4

2
5
7
,
9
9
0

2
5
4
,
2
3
0

2
5
2
,
8
4
4

注
２

3
3
0
,
3
8
2

1
7
5
,
7
8
3

２
９

年
2
3
9
,
1
4
3

2
7
2
,
2
2
0

2
1
5
,
5
0
8

2
7
5
,
9
0
1

2
7
0
,
9
2
3

2
9
2
,
5
0
7

2
4
0
,
4
2
9

2
7
7
,
5
5
4

2
5
4
,
7
7
1

2
6
2
,
7
6
6

2
8
3
,
8
6
9

2
6
3
,
5
7
0

注
２

3
2
4
,
7
5
0

1
8
1
,
1
0
9

３
０

年
2
3
7
,
7
6
5

2
6
8
,
9
2
5

2
1
5
,
3
1
8

2
5
7
,
2
2
9

2
9
4
,
6
4
2

2
2
0
,
8
3
6

2
6
1
,
0
7
7

2
6
0
,
7
4
3

2
7
5
,
4
9
5

2
7
7
,
1
8
1

2
7
4
,
2
2
1

2
5
2
,
1
7
5

注
２

2
9
2
,
7
5
2

1
9
9
,
8
5
3

平
成

３
１

年
令

和
　

元
年

2
4
0
,
3
9
8

2
6
8
,
1
0
7

1
9
8
,
0
5
6

2
4
5
,
8
0
0

2
5
1
,
2
1
1

2
5
2
,
1
3
4

2
6
7
,
0
4
8

2
7
2
,
4
7
2

2
7
2
,
8
7
3

2
5
1
,
7
3
4

2
8
4
,
5
2
7

2
1
1
,
7
5
8

注
２

3
0
7
,
8
9
5

2
0
5
,
1
8
8

２
年

2
3
7
,
1
4
5

2
5
9
,
0
6
2

1
8
5
,
5
5
6

2
1
7
,
7
1
0

2
3
5
,
2
5
5

2
5
0
,
2
5
1

2
5
1
,
4
9
7

2
8
0
,
7
5
7

2
5
5
,
2
6
1

2
5
9
,
6
7
0

3
0
2
,
4
7
9

2
2
8
,
4
0
4

注
２

2
9
2
,
4
1
7

1
9
1
,
9
6
1

３
年

2
3
3
,
9
4
9

2
6
8
,
8
1
7

1
9
5
,
3
5
5

2
5
4
,
0
2
3

2
3
9
,
9
6
2

2
5
0
,
0
8
8

2
3
7
,
8
8
5

2
4
9
,
5
3
6

2
5
9
,
7
6
9

3
2
3
,
1
3
9

3
1
2
,
9
9
0

2
2
4
,
3
2
3

注
２

3
3
1
,
6
7
3

1
8
0
,
6
9
6

４
年

2
4
4
,
7
6
7

2
7
3
,
9
1
7

2
0
5
,
9
5
3

2
5
4
,
7
1
9

2
7
8
,
5
8
7

2
3
9
,
4
7
8

2
7
1
,
9
5
5

2
3
5
,
6
5
8

2
6
6
,
8
1
3

注
２

3
2
1
,
0
2
6

2
5
3
,
0
2
8

3
6
2
,
8
4
2

3
3
8
,
0
9
0

2
1
5
,
6
5
5

５
年

2
4
5
,
5
7
9

2
7
9
,
4
8
2

2
2
0
,
9
5
8

2
7
3
,
0
2
8

2
9
3
,
5
4
5

2
5
7
,
0
0
7

2
4
6
,
0
9
0

2
2
7
,
3
7
8

2
6
4
,
5
6
1

3
4
6
,
3
5
4

注
２

2
6
7
,
4
0
8

2
7
7
,
6
1
3

3
4
5
,
3
7
1

2
2
4
,
2
9
2

令
和

６
年

１
月

2
4
1
,
9
6
6

2
7
5
,
1
3
9

2
3
8
,
6
2
6

2
4
6
,
6
1
2

2
8
5
,
0
2
7

2
9
0
,
5
8
5

2
7
2
,
7
2
6

2
3
7
,
4
2
6

2
6
3
,
5
3
3

2
0
3
,
2
1
8

3
2
7
,
2
1
8

2
6
3
,
1
2
4

2
7
4
,
3
3
3

3
4
8
,
6
1
3

1
9
0
,
9
5
0

　
　

　
２

月
2
4
5
,
4
6
6

2
8
3
,
9
1
6

2
2
8
,
1
3
1

2
5
1
,
2
7
0

3
0
2
,
5
0
4

3
0
3
,
6
3
9

2
8
2
,
7
5
0

2
5
0
,
7
1
4

2
7
0
,
7
5
8

2
1
4
,
0
7
2

3
3
2
,
3
2
9

2
7
9
,
0
2
9

2
8
5
,
2
9
7

3
5
0
,
2
0
5

1
8
5
,
9
6
6

　
　

　
３

月
2
4
9
,
0
1
4

2
8
8
,
4
1
3

2
4
0
,
0
0
3

2
4
1
,
5
4
9

2
9
0
,
0
4
1

3
0
4
,
3
6
9

2
7
5
,
1
9
5

2
5
7
,
6
4
0

2
8
5
,
5
7
0

2
2
4
,
6
8
4

3
3
9
,
7
2
5

2
9
1
,
7
5
0

2
8
0
,
3
7
4

3
6
1
,
2
2
9

1
9
6
,
7
0
4

　
　

　
４

月
2
5
2
,
2
3
1

2
8
9
,
5
9
3

2
4
6
,
3
7
0

2
5
2
,
1
6
8

2
9
2
,
7
7
3

2
7
4
,
4
5
0

2
8
5
,
2
6
7

2
6
1
,
9
1
4

2
8
6
,
7
6
9

2
2
4
,
5
6
3

3
6
3
,
3
9
0

2
8
4
,
6
1
0

2
6
6
,
8
6
5

3
5
4
,
0
1
9

2
0
0
,
1
7
8

注
１

：
事

業
所

規
模

は
５

人
以

上
。

注
２

資
料

出
所

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

　
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

別
常

用
労

働
者

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

の
推

移
（

岐
阜

県
）

（
単

位
：

円
）

：
サ

ン
プ

ル
不

足
の

た
め

非
公

表
。
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調
　

査
産

業
計

製
造

業
繊

維
工

業
木

材
・

木
製

品
家

具
・

装
備

品

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

印
刷

・
同

関
連

業
窯

業
・

土
石

製
品

金
属

製
品

業
務

用
機

械
器

具

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

2
8
年

平
均

9
7
.
1

1
0
1
.
8

9
9
.
9

1
2
6
.
1

1
1
2
.
2

1
0
9
.
5

9
4
.
1

8
1
.
8

1
0
4
.
8

9
9
.
4

8
4
.
0

1
1
0
.
7

注
4

1
1
3
.
0

9
1
.
6

2
9
年

1
0
0
.
9

1
0
5
.
1

1
1
6
.
1

1
2
8
.
0

1
1
5
.
2

1
1
7
.
4

9
5
.
5

9
8
.
8

9
9
.
8

1
0
6
.
7

9
3
.
8

1
1
5
.
4

注
4

1
1
1
.
1

9
4
.
3

3
0
年

1
0
0
.
3

1
0
3
.
8

1
1
6
.
0

1
2
4
.
6

1
2
3
.
4

8
8
.
2

1
0
3
.
7

9
2
.
9

1
0
7
.
9

1
0
6
.
7

9
0
.
7

1
1
0
.
4

注
4

1
0
0
.
2

1
0
4
.
1

平
成

3
1
年

令
和

元
年

1
0
1
.
4

1
0
3
.
5

1
0
6
.
7

1
1
4
.
1

1
0
6
.
8

1
0
0
.
7

1
0
6
.
1

9
7
.
0

1
0
6
.
9

9
6
.
9

9
4
.
3

9
2
.
7

注
4

1
0
5
.
3

1
0
6
.
9

２
年

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

３
年

9
8
.
7

1
0
3
.
8

1
0
5
.
3

1
1
7
.
9

1
0
2
.
0

9
9
.
9

9
4
.
5

8
8
.
8

1
0
1
.
7

1
2
0
.
3

1
0
3
.
1

9
8
.
2

注
4

1
1
3
.
4

9
4
.
1

４
年

1
0
3
.
2

1
0
5
.
8

1
1
0
.
9

1
1
8
.
3

1
1
8
.
5

9
5
.
7

1
0
8
.
0

8
3
.
9

1
0
4
.
6

注
4

1
0
6
.
1

1
1
0
.
8

1
2
2
.
9

1
1
5
.
6

1
1
2
.
3

５
年

1
0
3
.
6

1
0
7
.
9

1
1
9
.
0

1
2
6
.
7

1
2
4
.
8

1
0
2
.
7

9
8
.
9

8
0
.
9

1
0
3
.
7

1
3
3
.
4

注
4

1
1
7
.
1

9
4
.
0

1
1
8
.
1

1
1
6
.
8

令
和

６
年

１
月

1
0
2
.
0

1
0
6
.
2

1
2
8
.
5

1
1
4
.
4

1
2
1
.
2

1
1
6
.
1

1
0
8
.
4

8
4
.
5

1
0
3
.
2

7
8
.
2

1
0
8
.
2

1
1
5
.
2

9
2
.
9

1
1
9
.
2

9
9
.
5

２
月

1
0
3
.
5

1
0
9
.
6

1
2
2
.
9

1
1
6
.
6

1
2
8
.
6

1
2
1
.
3

1
1
2
.
3

8
9
.
3

1
0
6
.
1

8
2
.
4

1
0
9
.
9

1
2
2
.
2

9
6
.
6

1
1
9
.
8

9
6
.
9

３
月

1
0
5
.
0

1
1
1
.
3

1
2
9
.
3

1
1
2
.
0

1
2
3
.
3

1
2
1
.
6

1
0
9
.
3

9
1
.
7

1
1
1
.
9

8
6
.
4

1
1
2
.
3

1
2
7
.
7

9
5
.
0

1
2
3
.
5

1
0
2
.
5

４
月

1
0
6
.
4

1
1
1
.
8

1
3
2
.
7

1
1
7
.
0

1
2
4
.
5

1
0
9
.
7

1
1
3
.
3

9
3
.
3

1
1
2
.
3

8
6
.
4

1
2
0
.
1

1
2
4
.
6

9
0
.
4

1
2
1
.
1

1
0
4
.
3

平
成

2
8
年

平
均

-
4
.
5

-
3
.
1

-
0
.
7

-
1
.
6

-
5
.
1

3
.
1

-
1
6
.
2

-
6
.
4

-
1
.
4

-
1
7
.
5

-
3
.
8

-
8
.
1

注
4

-
3
.
9

-
4
.
5

2
9
年

3
.
9

3
.
3

1
6
.
3

1
.
5

2
.
6

7
.
2

1
.
4

2
0
.
8

-
4
.
8

7
.
4

1
1
.
6

4
.
2

注
4

-
1
.
7

3
.
0

3
0
年

-
0
.
5

-
1
.
3

-
0
.
1

-
2
.
7

7
.
2

-
2
4
.
8

8
.
6

-
6
.
0

8
.
1

0
.
0

-
3
.
3

-
4
.
3

注
4

-
9
.
9

1
0
.
3

平
成

3
1
年

令
和

元
年

1
.
1

-
0
.
2

-
8
.
1

-
8
.
4

-
1
3
.
5

1
4
.
2

2
.
4

4
.
5

-
0
.
9

-
9
.
3

3
.
9

-
1
6
.
0

注
4

5
.
2

2
.
7

２
年

-
1
.
4

-
3
.
4

-
6
.
3

-
1
2
.
4

-
6
.
3

-
0
.
7

-
5
.
8

3
.
1

-
6
.
5

3
.
2

6
.
1

7
.
8

注
4

-
5
.
0

-
6
.
4

３
年

-
1
.
3

3
.
8

5
.
3

1
7
.
9

2
.
0

-
0
.
1

-
5
.
4

-
1
1
.
2

1
.
7

2
0
.
2

3
.
1

-
1
.
8

注
4

1
3
.
4

-
5
.
9

４
年

4
.
6

1
.
9

5
.
3

0
.
3

1
6
.
2

-
4
.
2

1
4
.
3

-
5
.
5

2
.
9

注
4

2
.
9

1
2
.
8

2
9
.
9

1
.
9

1
9
.
3

５
年

0
.
4

2
.
0

7
.
3

7
.
1

5
.
3

7
.
3

-
8
.
4

-
3
.
6

-
0
.
9

-
0
.
8

注
4

5
.
7

-
2
3
.
5

2
.
2

4
.
0

令
和

６
年

１
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

２
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

３
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

４
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
１

：
事

業
所

規
模

５
人

以
上

。

資
料

出
所

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

｢
毎

月
勤

労
統

計
調

査
｣

産
業

別
常

用
労

働
者

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

指
数

（
岐

阜
県

）

 
　

　
　

　
産

 
業

 
年

 
月

指
　

　
　

　
　

　
　

　
　

数

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

（
％

）

注
３

：
指

数
は

令
和

2
年

（
2
0
2
0
年

）
＝

1
0
0
。

注
２

：
「

調
査

産
業

計
」

は
日

本
標

準
産

業
分

類
の

鉱
業

～
サ

ー
ビ

ス
業

の
合

計
。

注
５

：
基

準
値

改
訂

に
よ

り
現

時
点

は
非

公
表

。

注
４

：
サ

ン
プ

ル
不

足
の

た
め

非
公

表
。
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産

業

 
年

月

調
査

産
業

計
製

造
業

繊
維

工
業

木
材

・
木

製
品

家
具

装
備

品

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

印
刷

窯
業

・
土

石
製

品
金

属
製

品
業

務
用

機
械

器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

２
８

年
2
2
1
,
8
2
5

2
3
9
,
4
8
7

1
6
9
,
8
9
7

2
5
3
,
9
0
1

2
4
6
,
6
4
0

2
3
5
,
1
0
6

2
4
5
,
5
9
6

2
2
5
,
5
5
5

2
4
2
,
6
8
3

2
9
2
,
9
4
6

2
2
0
,
6
5
3

2
4
7
,
5
4
2

注
２

2
8
5
,
4
3
6

1
7
5
,
1
1
2

２
９

年
2
1
2
,
8
7
5

2
3
3
,
3
5
9

1
6
1
,
6
5
8

2
4
9
,
7
7
5

2
4
3
,
9
0
2

2
4
1
,
5
4
3

2
2
1
,
0
5
3

2
1
0
,
5
9
3

2
4
1
,
2
8
0

2
4
8
,
7
7
8

2
1
3
,
1
2
2

2
2
8
,
1
6
6

注
２

2
7
9
,
7
1
0

1
6
8
,
0
1
5

３
０

年
2
2
1
,
3
7
3

2
3
9
,
7
7
2

1
8
7
,
5
1
0

2
5
3
,
4
2
7

2
5
0
,
2
4
5

2
5
6
,
1
8
8

2
2
7
,
7
0
8

2
4
9
,
3
2
9

2
3
0
,
7
4
4

2
5
0
,
6
3
4

2
2
7
,
0
3
7

2
3
8
,
6
1
9

注
２

2
7
9
,
3
8
2

1
7
3
,
2
2
1

平
成

３
１

年
令

和
　

元
年

2
1
9
,
3
6
8

2
3
7
,
5
5
8

1
8
8
,
7
5
6

2
3
5
,
1
9
7

2
6
8
,
7
1
9

2
0
3
,
6
7
2

2
4
2
,
0
8
2

2
3
7
,
6
3
7

2
4
5
,
4
4
3

2
4
7
,
8
2
8

2
2
8
,
7
0
0

2
2
5
,
5
2
9

注
２

2
5
7
,
2
4
1

1
8
9
,
3
8
1

令
和

２
年

2
2
3
,
2
8
1

2
3
8
,
0
0
5

1
7
5
,
6
6
4

1
9
3
,
4
6
9

2
2
4
,
3
9
5

2
2
4
,
5
5
6

2
3
6
,
2
4
7

2
6
2
,
6
4
1

2
3
7
,
4
7
1

2
3
9
,
2
6
4

2
4
7
,
6
8
3

2
0
9
,
8
8
4

注
２

2
6
8
,
7
0
4

1
8
4
,
3
4
8

令
和

３
年

2
1
8
,
5
6
5

2
4
1
,
8
4
0

1
7
6
,
2
3
6

2
2
3
,
0
9
7

2
2
2
,
8
1
8

2
3
3
,
2
5
4

2
2
3
,
1
3
9

2
3
5
,
4
6
9

2
3
9
,
0
4
1

3
0
4
,
9
6
8

2
4
7
,
0
9
7

2
0
7
,
4
4
8

注
２

2
8
9
,
8
3
9

1
7
3
,
3
6
9

令
和

４
年

2
2
8
,
2
1
5

2
4
7
,
8
4
9

1
9
0
,
3
2
6

2
3
7
,
8
7
7

2
6
2
,
8
9
1

2
1
6
,
1
6
1

2
5
3
,
0
3
4

2
2
2
,
9
1
6

2
4
6
,
6
0
6

注
２

2
5
7
,
0
9
6

2
2
5
,
4
4
2

3
4
3
,
3
8
1

2
9
5
,
5
0
2

2
0
8
,
5
8
0

令
和

５
年

2
2
8
,
3
5
1

2
5
5
,
0
2
3

2
0
5
,
2
3
8

2
6
0
,
8
2
3

2
7
5
,
6
4
2

2
3
4
,
7
9
8

2
2
5
,
2
2
8

2
2
0
,
3
7
5

2
4
4
,
1
2
8

3
2
5
,
1
8
6

注
２

2
4
6
,
5
6
9

2
6
4
,
2
3
7

3
0
3
,
1
7
4

2
1
4
,
0
0
3

令
和

６
年

１
月

2
2
4
,
4
6
5

2
5
2
,
7
5
6

2
2
1
,
3
2
5

2
3
1
,
9
2
9

2
7
4
,
7
9
3

2
6
8
,
9
9
6

2
5
6
,
5
6
1

2
2
5
,
7
1
3

2
4
6
,
1
7
8

1
8
9
,
7
1
7

2
7
9
,
0
5
8

2
4
7
,
4
1
9

2
6
4
,
8
9
3

3
1
2
,
1
6
9

1
7
9
,
2
3
6

　
　

　
２

月
2
2
8
,
5
2
6

2
5
8
,
2
0
8

2
0
8
,
7
6
7

2
3
8
,
0
3
0

2
8
1
,
3
7
9

2
8
0
,
2
3
0

2
6
6
,
0
1
7

2
3
3
,
1
8
0

2
4
9
,
3
9
1

1
9
8
,
1
8
6

2
7
8
,
9
1
7

2
5
9
,
3
6
5

2
7
1
,
0
0
3

3
1
1
,
9
7
1

1
7
5
,
7
7
3

　
　

　
３

月
2
3
2
,
6
4
6

2
6
4
,
5
7
3

2
2
2
,
1
7
4

2
3
1
,
6
0
8

2
7
7
,
8
5
3

2
7
7
,
8
4
0

2
5
8
,
3
3
2

2
4
1
,
8
2
1

2
6
1
,
9
4
2

2
0
8
,
0
6
6

2
8
6
,
1
1
0

2
7
3
,
4
2
9

2
6
8
,
3
8
0

3
2
7
,
9
4
6

1
8
5
,
5
0
5

　
　

　
４

月
2
3
4
,
8
5
8

2
6
4
,
1
6
5

2
2
0
,
5
9
4

2
4
0
,
3
4
4

2
7
8
,
3
4
6

2
5
3
,
4
4
2

2
6
4
,
2
1
3

2
4
6
,
9
8
7

2
6
2
,
4
8
3

2
0
8
,
4
8
8

3
0
1
,
0
8
0

2
6
5
,
5
9
3

2
5
7
,
4
7
0

3
1
4
,
7
8
6

1
8
9
,
3
3
5

注
１

：
事

業
所

規
模

は
５

人
以

上
。

注
２

資
料

出
所

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

　
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

別
常

用
労

働
者

所
定

内
給

与
の

推
移

（
岐

阜
県

）

（
単

位
：

円
）

：
サ

ン
プ

ル
数

が
少

な
い

た
め

非
公

表
。
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調
査

産
業

計
製

造
業

繊
維

工
業

木
材

・
木

製
品

家
具

・
装

備
品

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

印
刷

・
同

関
連

業
窯

業
・

土
石

製
品

金
属

製
品

業
務

用
機

械
器

具

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス

電
　

　
気

機
械

器
具

情
報

通
信

機
械

器
具

輸
送

用
機

械
器

具
卸

売
・

小
売

業

平
成

2
8
年

平
均

9
5
.
4

9
8
.
0

9
2
.
1

1
2
9
.
3

1
0
8
.
7

1
0
7
.
6

9
3
.
5

8
0
.
2

1
0
1
.
6

1
0
4
.
1

8
6
.
0

1
0
8
.
7

注
4

1
0
4
.
1

9
1
.
1

2
9
年

9
9
.
1

1
0
0
.
7

1
0
6
.
8

1
3
1
.
1

1
1
1
.
5

1
1
4
.
5

9
6
.
3

9
4
.
8

9
7
.
2

1
1
0
.
0

9
1
.
6

1
1
3
.
7

注
4

1
0
4
.
0

9
3
.
9

3
0
年

9
8
.
3

9
9
.
8

1
0
7
.
6

1
2
6
.
6

1
1
8
.
0

9
0
.
7

1
0
2
.
4

9
0
.
5

1
0
3
.
3

1
0
3
.
6

9
2
.
3

1
0
7
.
5

注
4

9
5
.
7

1
0
2
.
7

平
成

3
1
年

令
和

元
年

9
9
.
7

1
0
0
.
5

1
0
4
.
3

1
1
6
.
2

1
0
5
.
9

9
8
.
1

1
0
0
.
6

9
6
.
3

1
0
3
.
4

9
5
.
2

9
7
.
2

9
3
.
1

注
4

9
9
.
7

1
0
5
.
9

２
年

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

３
年

9
7
.
9

1
0
1
.
6

1
0
0
.
4

1
1
5
.
5

9
9
.
3

1
0
3
.
9

9
4
.
4

8
9
.
6

1
0
0
.
6

1
2
3
.
3

9
9
.
3

9
8
.
8

注
4

1
0
7
.
9

9
4
.
0

４
年

1
0
2
.
2

1
0
4
.
1

1
0
8
.
4

1
2
3
.
1

1
1
6
.
9

9
6
.
3

1
0
7
.
0

8
4
.
8

1
0
3
.
9

注
4

1
0
3
.
8

1
0
7
.
4

1
2
2
.
7

1
1
0
.
0

1
1
3
.
2

５
年

1
0
2
.
3

1
0
7
.
1

1
1
6
.
9

1
3
5
.
0

1
2
2
.
8

1
0
4
.
5

9
6
.
4

8
3
.
8

1
0
2
.
8

1
3
6
.
1

注
4

1
1
7
.
5

9
4
.
4

1
1
2
.
8

1
1
6
.
1

令
和

６
年

１
月

1
0
0
.
5

1
0
6
.
2

1
2
6
.
0

1
2
0
.
0

1
2
2
.
5

1
1
9
.
8

1
0
8
.
5

8
5
.
9

1
0
3
.
7

7
9
.
3

1
1
2
.
6

1
1
7
.
9

9
4
.
6

1
1
6
.
2

9
7
.
2

２
月

1
0
2
.
3

1
0
8
.
5

1
1
8
.
9

1
2
3
.
1

1
2
5
.
4

1
2
4
.
8

1
1
2
.
5

8
8
.
7

1
0
5
.
0

8
2
.
8

1
1
2
.
6

1
2
3
.
6

9
6
.
8

1
1
6
.
1

9
5
.
3

３
月

1
0
4
.
2

1
1
1
.
2

1
2
6
.
5

1
1
9
.
8

1
2
3
.
8

1
2
3
.
7

1
0
9
.
3

9
2
.
0

1
1
0
.
3

8
7
.
0

1
1
5
.
5

1
3
0
.
3

9
5
.
9

1
2
2
.
0

1
0
0
.
6

４
月

1
0
5
.
2

1
1
1
.
0

1
2
5
.
6

1
2
4
.
3

1
2
4
.
1

1
1
2
.
9

1
1
1
.
8

9
4
.
0

1
1
0
.
6

8
7
.
1

1
2
1
.
5

1
2
6
.
5

9
2
.
0

1
1
7
.
1

1
0
2
.
7

平
成

2
8
年

平
均

-
4
.
1

-
2
.
5

-
4
.
8

-
1
.
8

-
1
.
1

2
.
7

-
9
.
5

-
6
.
7

-
0
.
6

-
1
5
.
6

-
3
.
4

-
7
.
8

注
4

-
2
.
0

-
4
.
1

2
9
年

4
.
0

2
.
8

1
6
.
0

1
.
4

2
.
6

6
.
4

3
.
0

1
8
.
3

-
4
.
3

5
.
7

6
.
4

4
.
6

注
4

-
0
.
1

3
.
1

3
0
年

-
0
.
9

-
0
.
9

0
.
7

-
3
.
5

5
.
8

-
2
0
.
8

6
.
3

-
4
.
6

6
.
3

-
5
.
8

0
.
8

-
5
.
5

注
4

-
8
.
0

9
.
4

平
成

3
1
年

令
和

元
年

1
.
4

0
.
7

-
3
.
1

-
8
.
1

-
1
0
.
3

8
.
2

-
1
.
8

6
.
5

0
.
1

-
8
.
1

5
.
3

-
1
3
.
4

注
4

4
.
1

3
.
0

２
年

0
.
4

-
0
.
5

-
4
.
1

-
1
3
.
9

-
5
.
5

2
.
0

-
0
.
5

3
.
8

-
3
.
4

5
.
1

2
.
9

7
.
5

注
4

0
.
3

-
5
.
6

３
年

-
2
.
2

1
.
6

0
.
4

1
5
.
4

-
0
.
8

3
.
8

-
5
.
6

-
1
0
.
4

0
.
6

2
3
.
2

-
0
.
7

-
1
.
2

注
4

7
.
9

-
6
.
0

４
年

4
.
4

2
.
5

8
.
0

6
.
6

1
7
.
7

-
7
.
3

1
3
.
3

-
5
.
4

3
.
3

注
4

4
.
5

8
.
7

3
0
.
3

1
.
9

2
0
.
4

５
年

0
.
1

2
.
9

7
.
8

9
.
7

5
.
0

8
.
5

-
9
.
9

-
1
.
2

-
1
.
1

-
0
.
2

注
4

9
.
4

-
2
3
.
1

2
.
5

2
.
6

令
和

６
年

１
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

２
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

３
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

４
月

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
５

注
１

：
事

業
所

規
模

５
人

以
上

。

注
５

：
基

準
値

改
訂

に
よ

り
現

時
点

は
非

公
表

。

資
料

出
所

：
岐

阜
県

環
境

生
活

部
統

計
課

｢
毎

月
勤

労
統

計
調

査
｣

注
２

：
「

調
査

産
業

計
」

は
日

本
標

準
産

業
分

類
の

鉱
業

～
サ

ー
ビ

ス
業

の
合

計
。

注
４

：
サ

ン
プ

ル
不

足
の

た
め

非
公

表
。

注
３

：
指

数
は

令
和

2
年

（
2
0
2
0
年

）
＝

1
0
0
。

産
業

別
常

用
労

働
者

所
定

内
給

与
指

数
（

岐
阜

県
）

　
　

　
　

　
産

 
業

 
年

 
月

指
　

　
　

　
　

　
　

　
　

数

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

（
％

）
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岐阜県内経済情勢 
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1.総論 

【総括判断】「岐阜県内経済は、回復に向けた動きに一服感がみら
れる」 

 
項 目 前回（6年 1月判断） 今回（6年 4月判断） 

前回 
比較 

総括判断 緩やかに回復しつつある 
回復に向けた動きに一服感
がみられる  

（注）6年 4月判断は、前回 6年 1月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。 

（判断の要点） 

個人消費は、持ち直している。生産活動は、足踏みの状況にある。雇用情勢は、緩やか

に改善しつつある。 

 

【各項目の判断】 

項 目 前回（6年 1月判断） 今回（6年 4月判断） 
前回 
比較 

 

個人消費 持ち直している 持ち直している 
 

生産活動 持ち直している 足踏みの状況にある 
 

雇用情勢 緩やかに改善しつつある 緩やかに改善しつつある 
 

 

設備投資 5年度は増加見込み 5年度は増加見込み 
 

企業収益 5年度は減益見込み 5年度は減益見込み 
 

企業の 

景況感 

全産業の現状判断（5年 10-12月期）

は「下降」超 
全産業の現状判断（6 年 1-3 月期）は
「下降」超  

住宅建設 前年を下回っている 前年を下回っている 
 

公共事業 前年を下回っている 前年を下回っている 
 

企業倒産 件数は前年を上回っている 件数は前年を上回っている 
 

 

【先行き】 

 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな

回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き

懸念など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中

東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令

和 6年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。 
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2.各論  

【個人消費】持ち直している 

百貨店・スーパー販売は、緩やかに持ち直しつつある。コンビニエンスストア販売

は、緩やかに持ち直している。ドラッグストア販売は、堅調となっている。ホームセン
ター販売は、弱い動きとなっている。家電大型専門店販売は、弱い動きとなっている。

乗用車販売は、このところ弱い動きとなっている。 

(主なヒアリング結果) 

➢ 日常的に購入する商品では安価な PB商品が伸長する一方、節分やひなまつりなどでは、大容量で高

単価のすしや惣菜が売れるなど、メリハリ消費がみられている。【スーパー】 

➢ 外出機会の増加等により、化粧品や食料品のほか、風邪薬や花粉症対策商品が好調となっている。

【ドラッグストア】 

➢ 販売台数については、メーカーの生産停止及び出荷停止のほか、受注制限などにより、大幅な減少と

なった。【乗用車販売】 

 

【生産活動】足踏みの状況にある 

汎用・生産用・業務用機械は、弱い動きとなっている。輸送機械は、回復に向けた

動きに足踏みがみられる。電気機械は、持ち直しの動きがみられる。金属製品は、回
復に向けた動きに足踏みがみられる。窯業・土石は、弱い動きとなっている。プラス

チックは、弱い動きとなっている。 

(主なヒアリング結果) 

➢ メーカーの生産停止の影響を受けて、大幅に生産減少。生産再開後は回復傾向。【輸送機械】 

➢ 欧州等の景気減速の影響により需要は減少傾向が続いており、これに伴い生産も減少傾向。   

【汎用・生産用・業務用機械】 

➢ メーカーの生産停止の影響を受けて、大幅に生産減少。足下では影響が残るものの、今後回復する予

定。【金属製品】 

 
 

【雇用情勢】緩やかに改善しつつある 

有効求人倍率は、おおむね横ばいで推移している。 

(主なヒアリング結果) 

➢ 新規出店の際、パートやアルバイトの人手が必要になってくる。飲食等のサービス業をはじめとし

て、各種企業が採用をコロナ禍前の水準に戻していることから、集まりにくい状況となっている。

【ホームセンター】 

➢ エンジニアについて人手不足が深刻化する中、外国人の活用や奨学金制度等により確保を図っている

ものの、それでも完全な充足には至っていない。【乗用車販売】 

➢ 地域、正規・非正規社員問わずに人手不足感がある。正規社員の離職率も高い。業界では、有資格者

を高額報酬で引き抜くこともあるなど、ヘッドハントも頻繁にみられる。【ドラッグストア】 

➢ 既存従業員の離職防止のほか、新規採用含めた人材確保のため、賃上げを実施。【輸送機械】 
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1.本調査結果に関する問い合わせは下記にお願いします。 

財務省東海財務局 岐阜財務事務所 財務課 

TEL (058)247-4112 (ダイヤルイン) 

 

2.本調査結果の概要は下記ホームページでもご覧頂けます。 

https://lfb.mof.go.jp/tokai/gifu.htm 
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和

6年
4月

22
日

東
海
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阜
財
務
事
務
所
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項
目

前
回
（

6年
1月

判
断
）

今
回
（
6
年
4
月
判
断
）

前
回
比
較

個
人
消
費

持
ち
直
して

い
る

持
ち
直
し
て
い
る

【令
和

5年
10
月
判
断
以
来
、3
期
連
続
で
同
じ判

断
】

生
産
活
動

持
ち
直
して

い
る

足
踏
み
の
状
況
に
あ
る

【令
和

4年
4月

判
断
以
来
、8
期
ぶ
り下

方
修
正
】

雇
用
情
勢

緩
や
か
に
改
善
しつ

つ
あ
る

緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る

【令
和

4年
10
月
判
断
以
来
、7
期
連
続
で
同
じ判

断
】

〔先
行
き
〕

先
行
き
に
つ
い
て
は
、雇

用
・所

得
環
境
が
改
善
す
る
下
で
、各

種
政
策
の
効
果
も
あ
って
、緩

や
か
な
回
復
が
続
くこ
とが
期
待
され

る
。た

だ
し、
世

界
的
な
金
融
引
締
め
に
伴
う影

響
や
中
国
経
済
の
先
行
き
懸
念
な
ど、
海
外
景
気
の
下
振
れ
が
景
気
を
下
押
しす

る
リス
クと
な
って
い
る
。ま
た
、物

価
上
昇
、中

東
地
域
を
め
ぐる
情
勢
、金

融
資
本
市
場
の
変
動
等
の
影
響
に
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。さ
らに

、令
和

6年
能
登
半
島
地
震
の
経
済

に
与
え
る
影
響
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

項
目

前
回
（

6年
1月

判
断
）

今
回
（
6
年
4
月
判
断
）

前
回
比
較

総
括
判
断
の
要
点

総
括
判
断

緩
や
か
に
回
復
しつ

つ
あ
る

回
復
に
向
け
た
動
き
に
一
服
感
が

み
ら
れ
る

【令
和

4年
4月

判
断
以
来
、8
期
ぶ
り下

方
修
正
】

個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
生

産
活
動
は
、
足
踏
み
の
状
況
に
あ
る
。

雇
用
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ

あ
る
。

※
6年

4月
判
断
は
、前

回
6年

1月
判
断
以
降
、足

下
の
状
況
ま
で
を
含
め
た
期
間
で
判
断
して

い
る
。

1

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
6
年
4
月
判
断
）
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前
回
（

6年
1月

判
断
）

今
回
（

6年
4月

判
断
）

前
回

比
較

総
括
判
断

緩
や
か
に
回
復
しつ

つ
あ
る

回
復
に
向
け
た
動
き
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る

個
人
消
費

持
ち直

して
い
る

持
ち直

して
い
る

（
百
貨
店
・ス
ー
パ
ー
）

緩
や
か
に
持
ち
直
しつ

つ
あ
る
。

緩
や
か
に
持
ち
直
しつ

つ
あ
る
。

（
コン
ビニ

エ
ンス

ス
トア

）
持
ち
直
しの

テ
ンポ

が
緩
や
か
に
な
って
い
る
。

緩
や
か
に
持
ち
直
して

い
る
。

（
ドラ
ッグ
ス
トア

）
堅
調
とな

って
い
る
。

堅
調
とな

って
い
る
。

（
ホ
ー
ム
セ
ンタ
ー
）

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

（
家
電
）

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

（
乗
用
車
）

持
ち
直
して

い
る
。

こ
の
と
こ
ろ
弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

生
産
活
動

持
ち
直
して

い
る

足
踏
み
の
状
況
に
あ
る

（
汎
用
機
械
等
）

高
水
準
な
が
ら、
弱
含
ん
で
い
る
。

弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

（
輸
送
機
械
）

回
復
しつ

つ
あ
る
。

回
復
に
向
け
た
動
き
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。

（
電
気
機
械
）

持
ち
直
しの

動
き
が
み
られ

る
。

持
ち
直
しの

動
き
が
み
られ

る
。

（
金
属
製
品
）

回
復
しつ

つ
あ
る
。

回
復
に
向
け
た
動
き
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。

（
窯
業
・土

石
）

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

（
プ
ラス

チ
ック
）

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

雇
用
情
勢

緩
や
か
に
改
善
しつ

つ
あ
る

緩
や
か
に
改
善
しつ

つ
あ
る

（
有
効
求
人
倍
率
）

お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
して

い
る
。

お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
して

い
る
。

【前
回
と
の
比
較
（
個
人
消
費
、
生
産
活
動
、
雇
用
情
勢
）
】

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
6
年
4
月
判
断
）

2
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前
回
（

6年
1月

判
断
）

今
回
（

6年
4月

判
断
）

前
回

比
較

設
備
投
資

5年
度
は
増
加
見
込
み

5年
度
は
増
加
見
込
み

企
業
収
益

5年
度
は
減
益
見
込
み

5年
度
は
減
益
見
込
み

企
業
の
景
況
感

全
産
業
の
現
状
判
断
（

5年
10

-1
2月

期
）
は

「下
降
」超

全
産
業
の
現
状
判
断
（

6年
1-

3月
期
）
は

「下
降
」超

住
宅
建
設

前
年
を
下
回
って
い
る

前
年
を
下
回
って
い
る

公
共
事
業

前
年
を
下
回
って
い
る

前
年
を
下
回
って
い
る

企
業
倒
産

件
数
は
前
年
を
上
回
って
い
る

件
数
は
前
年
を
上
回
って
い
る

【前
回
と
の
比
較
（
設
備
投
資
、
企
業
収
益
等
）
】

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
6
年
4
月
判
断
）

3
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➢
日
常
的
に
購
入
す
る
商
品
で
は
安
価
な

PB
商
品
が
伸

長
す
る
一
方
、節

分
や
ひ
な
ま
つ
りな

どで
は
、大

容
量

で
高
単
価
の
す
しや

惣
菜
が
売
れ
る
な
ど、
メリ
ハ
リ消

費
が
み
られ

て
い
る
。

【ス
ー
パ
ー
】

➢
外
出
機
会
の
増
加
等
に
よ
り、
化
粧
品
や
食
料
品
の

ほ
か
、風

邪
薬
や
花
粉
症
対
策
商
品
が
好
調
とな

って
い
る
。

【ド
ラッ
グ
ス
トア

】

➢
販
売
台
数
に
つ
い
て
は
、メ
ー
カ
ー
の
生
産
停
止
及
び

出
荷
停
止
の
ほ
か
、受

注
制
限
な
どに

よ
り、
大
幅
な

減
少
とな

った
。

【乗
用
車
販
売
】 4

2
.個
人
消
費
～
持
ち
直
し
て
い
る
～

▲
20

▲
1001020

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2

4
5

6

（
％
）

百
貨
店
・ス
ー
パ
ー
販
売
額
（
前
年
同
月
比
）

岐
阜
県

全
国

▲
20

▲
100102030

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2

4
5

6

（
％
）

県
内
コン
ビニ

エ
ンス

ス
トア

等
販
売
額
（
前
年
同
月
比
）

コン
ビニ

エ
ン
ス
ス
トア

販
売
額

ドラ
ッグ
ス
トア

販
売
額

ホ
ー
ム
セ
ン
ター

販
売
額

家
電
大
型
専
門
店
販
売
額

6年
2月

岐
阜
県

( 2
.9

)
全
国

( 7
.6

)

6年
2月

コン
ビニ

エ
ン
ス
ス
トア

( 
4.

6)
   

ドラ
ッグ
ス
トア

( 
10

.7
)

ホ
ー
ム
セ
ン
ター

(▲
1.

2)
家
電
大
型
専
門
店

(▲
7.

1)

▲
40

▲
200204060

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3

4
5

6

（
％
）

乗
用
車
販
売
（
登
録
・届

出
）
台
数
（
前
年
同
月
比
）

岐
阜
県

全
国

•百
貨
店
・ス
ー
パ
ー
販
売
は
、緩

や
か
に
持
ち
直
しつ

つ
あ
る
。

•コ
ン
ビニ

エ
ン
ス
ス
トア

販
売
は
、緩

や
か
に
持
ち
直
し

て
い
る
。

•ド
ラッ
グ
ス
トア

販
売
は
、堅

調
とな

って
い
る
。

•ホ
ー
ム
セ
ンタ
ー
販
売
は
、弱

い
動
き
とな

って
い
る
。

•家
電
大
型
専
門
店
販
売
は
、弱

い
動
き
とな

って
い

る
。

•乗
用
車
販
売
は
、こ
の
とこ
ろ
弱
い
動
き
とな

って
い
る
。

（
資
料
）
経
済
産
業
省
（
注
）
全
店
ベ
ー
ス

（
資
料
）
経
済
産
業
省
（
注
）
全
店
ベ
ー
ス

（
資
料
）
日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
、全

国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会

6年
3月

岐
阜
県

(▲
20

.4
)

全
国

(▲
19

.6
)
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➢
新
規
出
店
の
際
、パ

ー
トや

ア
ル
バ
イト
の
人
手
が
必
要
に
な
って
くる
。飲

食
等
の
サ
ー
ビス

業
を
は
じめ

とし
て
、各

種
企
業
が
採
用
を
コロ
ナ
禍
前
の

水
準
に
戻
して

い
る
こと
か
ら、
集
ま
りに
くい
状
況
とな

って
い
る
。

【ホ
ー
ム
セ
ンタ
ー
】

➢
エ
ンジ

ニア
に
つ
い
て
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
、外

国
人
の
活
用
や
奨

学
金
制
度
等
に
よ
り確

保
を
図
って
い
る
も
の
の
、そ
れ
で
も
完
全
な
充
足
に

は
至
って
い
な
い
。

【乗
用
車
販
売
】

➢
地
域
、正

規
・非

正
規
社
員
問
わ
ず
に
人
手
不
足
感
が
あ
る
。正

規
社
員

の
離
職
率
も
高
い
。業

界
で
は
、有

資
格
者
を
高
額
報
酬
で
引
き
抜
くこ
と

も
あ
る
な
ど、
ヘ
ッド
ハ
ント
も
頻
繁
に
み
られ

る
。

【ド
ラッ
グ
ス
トア

】
➢
既
存
従
業
員
の
離
職
防
止
の
ほ
か
、新

規
採
用
含
め
た
人
材
確
保
の
た

め
、賃

上
げ
を
実
施
。

【輸
送
機
械
】
5

3
.生
産
活
動
～
足
踏
み
の
状
況
に
あ
る
～

4
.雇
用
情
勢
～
緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る
～
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00
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2.
00

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2

4
5

6

（
倍
）

有
効
求
人
倍
率
（
季
節
調
整
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）

岐
阜
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全
国

6年
2月

岐
阜
県

( 
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)

全
国

( 
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)
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岐阜労働局職業安定部

◆

◆
〔図表１〕

◆

〔図表１〕　求人・求職・求人倍率の状況

５年 　５月 44,451 0.3 27,962 ▲ 0.2 1.59 0.01 2.73 0.19
６年 　４月 44,777 ▲ 1.3 28,313 0.1 1.58 ▲ 0.02 2.57 ▲ 0.08
６年 　５月 44,771 ▲ 0.0 28,530 0.8 1.57 ▲ 0.01 2.76 0.19

・令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されています。

前月比(P)

　５月の正社員有効求人数（原数値）は前年同月比1.6％増加し21,405人となり、正社員有効求職者数（原数
値）は前年同月より1.0%増加し16,190人となった。　その結果、正社員有効求人倍率（原数値）は、前年同月よ
り0.01ポイント上昇し1.32倍となった。

〔図表１－２〕

区 分
　有効求人数 　有効求職者数 　有効求人倍率 　新規求人倍率

（季節調整値） 前月比(％) （季節調整値） 前月比(％) （季節調整値） 前月比(P) （季節調整値）

　５月の新規求人倍率（季節調整値）は、前月より0.19ポイント上昇し、2.76倍となった。

令和6年6月28日（金）公表

最 近 の 雇 用 失 業 情 勢 　　　　　令和６年５月　　　

　５月の労働力需給状況を見ると、新規求人数（原数値）は15,925人で前年同月比8.8％増加、有効求人数（原
数値）は43,876人で前年同月比1.6％の増加となった。
　一方、新規求職者数（原数値）は6,429人で前年同月比4.3％の増加、有効求職者数（原数値）は30,464人で
前年同月比2.8％の増加となった。
　管内の有効求人倍率（季節調整値）は、1.57倍となり前月から0.01ポイントの低下となった。

有　効　求　人　倍　率　の　状　況　
　５月の有効求人数（季節調整値）は前月より6人減少し44,771人となり、有効求職者数（季節調整値）は前月
より0.8％増加し28,530人となった。
　　その結果、有効求人倍率（季節調整値）は、前月より0.01ポイント低下し1.57倍となり、2か月連続で1.5倍台と
なった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔図表１〕
　一般の有効求人倍率（季節調整値）は、前月より0.03ポイント上昇し1.72倍、パートの有効求人倍率（季節調
整値）は、前月より0.05ポイント低下し1.40倍となった。

　東海3県の景気は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している。
　公共投資は、高めの水準で推移している。
　設備投資は、増加している。住宅投資は、弱い動きとなっている。
　輸出と生産は、一時的に下押し圧力を受けているものの、増加基調にある。
　雇用・所得情勢は、緩やかに改善している。
  消費者物価（除く生鮮食品）は、前年を上回っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日本銀行名古屋支店】

  5月の景気動向を前年同月比の景況感ＤＩ値で見ると、好転5、悪化18で、ＤＩ値はマイナス13となり、前月のＤＩ値
マイナス１2に対し、１ポイントの悪化となった。
  業種別の景気動向を前年同月比の景況感ＤＩ値で見ると、製造業のＤＩ値はマイナス14となり、前月比6ポイントの悪
化、非製造業のＤＩ値はマイナス12となり、前月比3ポイントの改善となった。
  なお、回答のあった70業種のうち、前月調査より景況感が改善したとする業種は、製造業においては、縫製（既製服）、
鋳物の2業種（前月比－2業種）であり、悪化したとする業種は、菓子、合成繊維織物、婦人・子供服、東濃ひのきの4業
種（前月比＋4業種）であった。
　また、非製造業において改善したとする業種は、長良川畔旅館、木造建築の2業種（前月比－3業種）であり、悪化した
とする業種は、建築板金の1業種（前月比－1業種）であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【岐阜県中小企業団体中央会】

(注) ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、
       求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。
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〔図表１－２〕　正社員の求人・求職・求人倍率の状況

　
５年 　５月 21,062 0.6 1.5 16,030 0.6 2.6 1.31 0.00 ▲ 0.02
６年 　４月 21,203 ▲ 2.4 1.3 16,083 2.4 0.9 1.32 ▲ 0.06 0.01
６年 　５月 21,405 1.0 1.6 16,190 0.7 1.0 1.32 0.00 0.01

・正社員関係の数値は、原数値。

◆

◆

〔図表２〕
◆

◆

〔図表５〕
〔図表２〕　主な産業別新規求人の状況（パートタイムを含む）

５年 　５月 14,635 1,181 2,153 77 627 2,470 647 3,675 2,120
６年 　４月 15,625 1,275 2,351 67 870 3,173 592 3,708 2,038
６年 　５月 15,925 1,282 2,415 118 697 2,786 553 3,784 2,652

前年同月比（％） 8.8 8.6 12.2 53.2 (11.2) (12.8) ▲ 14.5 (3.0) (25.1)
※令和6年4月以降については令和5年7月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分、令和6年3月以前については平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく
区分により表章したもの。対前年同月比については、産業分類改定による影響のある産業について（）で示している。

（製造業のうち主な業種）
区 分 食 料 品 繊 維 工 業 家具・装備品 プ ラ ス チ

ッ ク 製 品 窯 業 ・ 土 石 金 属 製 品 はん用，生産用，
業 務 用 機 械

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・
電子回路，電気機
械，情報通信機械

輸 送 用 機 械

５年 　５月 413 116 47 114 219 179 303 148 174
６年 　４月 447 119 46 125 234 253 265 130 318
６年 　５月 526 128 53 98 196 196 344 153 258

前年同月比（％） 27.4 10.3 12.8 ▲ 14.0 ▲ 10.5 9.5 13.5 3.4 48.3
※主要業種は日本標準産業分類（H25.10改定 総務省）による。

・正社員有効求人倍率は、正社員有効求人数をパートを除く常用有効求職者（フルタイムの派遣労働者や契約社員を希望する者が含まれる）で除して
算出。

区 分 複合サービス事業，サービ
ス業建 設 業

　５月の有効求人数（原数値）は43,876人（前年同月比1.6％増）で、前年同月比は2か月連続の増加となった。
　雇用形態別では、常用（除くパート）は24,826人（前年同月比2.9％増）、パートタイムは18,322人（前年同月比
0.7%減）、臨時・季節は728人（前年同月比22.1％増）で、パートタイムを除く雇用形態において前年同月比は増加と
なった。

産 業 計 情 報 通 信 業 医 療 ， 福 祉運 輸 業 ，
郵 便 業

卸 売 業 ，
小 売 業製 造 業 宿 泊 業 ，

飲 食 サ ー ビ ス 業

◆

　新規求人数（原数値）を雇用形態別にみると、常用（除くパート）は9,285人（前年同月比11.6％増）、パートタイム
は6,347人（前年同月比4.2％増）、臨時・季節は293人（前年同月比29.6％増）となった。
　また、事業所の従業員規模別でみると、29人以下規模層は10,508人（前年同月比10.3％増）、30人以上99人以下
規模層は3,842人（前年同月比6.2％増）、100人以上299人以下規模層は1,116人（前年同月比7.7％増）、300
人以上規模層は459人（前年同月比0.9%増）となった。

〔図表３・４〕

求　　人　　の　　動　　向　

  主な産業別の新規求人数（原数値）は、建設業1,282人（前年同月比8.6％増）で前年同月差101人の増加、製造
業2,415人（前年同月比12.2％増）で前年同月差262人の増加、情報通信業118人（前年同月比53.2％増）で前
年同月差41人の増加、運輸業，郵便業697人（前年同月比11.2％増）で前年同月差70人の増加、卸売業，小売業
2,786人（前年同月比12.8％増）前年同月差316人の増加、宿泊業，飲食サービス業553人（前年同月比14.5％
減）で前年同月差94人の減少、医療，福祉3,784人（前年同月比3.0%増）で前年同月差109人の増加、複合サービ
ス事業，サービス業2,652人（前年同月比25.1％増）で前年同月差532人の増加となった。
　製造業については、コロナ禍以前の令和元年度平均（2,817人）との比較では14.3％減で402人少ない状況となった。

  新規派遣求人数（常用、パートを含む）は264人で、前年同月比43.5％増となり、新規求人数（常用、パートを含む）に
占める割合は、1.7％で前年同月より0.4ポイント上昇となった。
　また、前々年同月（令和4年5月）との比較では、新規派遣求人数（常用、パートを含む）は247.4％増となり、占有割
合は1.1ポイント上昇となった。

　５月の新規求人数（原数値）は15,925人（前年同月比8.8％増）で、前年同月比は2か月連続の増加となった。

　正社員 有効求人数 　正社員 有効求職者数 　正社員 有効求人倍率

（パートを除く常用
有効求職者）

区 分
前月比(％) 前月比(％) 前年同月比

(P)前月比(P)前年同月比
(％)

前年同月比
(％)
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〔図表３〕　雇用形態別新規求人の状況
区 分 全数 常用(除くﾊﾟｰﾄ) 臨時・季節 パートタイム

５年 　５月 14,635 8,317 226 6,092
６年 　４月 15,625 8,483 242 6,900
６年 　５月 15,925 9,285 293 6,347

前年同月比（％） 8.8 11.6 29.6 4.2

〔図表４〕　事業所規模別新規求人の状況（パートタイムを含む）
区 分 全 数 29 人 以 下 30 人 ～ 99 人 100 人 ～ 299 人 300 人 以 上

５年 　５月 14,635 9,527 3,617 1,036 455
６年 　４月 15,625 10,305 3,705 1,075 540
６年 　５月 15,925 10,508 3,842 1,116 459

前年同月比（％） 8.8 10.3 6.2 7.7 0.9

〔図表５〕　雇用形態別有効求人の状況

区 分 全 数 常 用 ( 除 くﾊ ﾟ ｰ ﾄ ) 臨時・季節 パートタイム

５年　 ５月 43,184 24,132 596 18,456
６年　 ４月 44,240 24,771 758 18,711
６年　 ５月 43,876 24,826 728 18,322

前年同月比（％） 1.6 2.9 22.1 ▲ 0.7

◆

〔図表６〕

◆

〔図表６〕
◆

〔図表７〕

  ◎無業者（離職後１年を超える者、専業主婦、学卒未就職者等）は222人（前年同月比29.8％増）で
　 　前年同月比は3か月ぶりに増加となった。

・離職者のうち自己都合離職者は、前月より243人減少し1,585人（前年同月比2.0％増）となり、
前年同月比は3か月ぶりに増加となった。
・離職者のうち定年到達者は、前月より45人減少し66人（前年同月比5.7%減）となり、
前年同月比は6か月連続減少となった。

  ◎在職中の求職者数は1,080人（前年同月比3.1％減）で前年同月比は7か月連続減少となった。
 　　新規常用求職者に占める構成比は31.3％で、前年同月より1.4ポイント下回った。

  ◎離職者数は2,154人（前年同月比1.4％増）で前年同月比は2か月連続増加となった。
 　　新規常用求職者に占める構成比は62.3％で、2か月連続で60％を上回った。

・離職者のうち事業主都合離職者は、前月より243人減少し470人（前年同月比1.7％増）となり、
前年同月比は2か月連続増加となった。

  雇用形態別新規求職申込件数（原数値）は、常用（パートを除く）3,456件（前年同月比1.3％増）、パート
タイム2,965件（前年同月比7.9%増）、臨時・季節8件（前年同月比±0.0%）となり、臨時・季節を除く雇用形
態において前年同月比は増加となった。

・自営は、前月より22人減少し25人（前年同月比19.4％減）となり、
前年同月比は減少となった。

　５月の新規求職申込件数（原数値）は6,429件（前年同月比4.3％増）で、前年同月比は２か月連続の増
加となった。

  新規常用求職者の実態（パートを除く）

求　　職　　の　　動　　向　
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◆  年齢別新規常用求職者の動き（パートを除く）

　 〔図表８〕
◆

〔図表９〕
◆  安定所別求人・求職の動き

〔図表10〕

〔図表６〕　雇用形態別新規求職申込件数の状況

常用のうち
中高年齢者

５年 　５月 6,166 3,411 1,624 8 2,747
６年 　４月 7,901 3,996 2,022 19 3,886
６年 　５月 6,429 3,456 1,695 8 2,965

前年同月比（％） 4.3 1.3 4.4 0.0 7.9

〔図表７〕　新規常用求職者の求職時の状況（パートタイムを除く）

定 年 到 達 事 業 主 都 合 自 己 都 合 自 営
５年　 ５月 1,115 2,125 70 462 1,554 31 171
６年　 ４月 1,086 2,709 111 713 1,828 47 201
６年　 ５月 1,080 2,154 66 470 1,585 25 222

前年同月比（％） ▲ 3.1 1.4 ▲ 5.7 1.7 2.0 ▲ 19.4 29.8

〔図表８〕　新規常用求職者の年齢別状況（パートタイムを除く）
区 分 常用求職者計 ２４歳以下 ２５～３４歳 ３５～４４歳 ４５～５４歳 ５５歳以上

５年　 ５月 3,411 484 705 598 768 856
６年　 ４月 3,996 503 825 646 886 1,136
６年　 ５月 3,456 492 722 547 773 922

前年同月比（％） 1.3 1.7 2.4 ▲ 8.5 0.7 7.7

〔図表９〕　雇用形態別有効求職者の状況

常用のうち中高
年齢者

５年 　５月 29,634 16,030 7,765 32 13,572
６年 　４月 29,935 16,083 8,078 48 13,804
６年 　５月 30,464 16,190 8,120 41 14,233

前年同月比（％） 2.8 1.0 4.6 28.1 4.9  

臨 時 ・ 季 節

在 職 者 離 職 者区 分

常 用
( 除 く ﾊ ﾟ ｰ ﾄ )

パートタイム

　５月の有効求職者数（原数値）は30,464人（前年同月比2.8％増）で、前年同期比は16か月連続増加となっ
た。

　新規常用求職者数3,456人（前年同月比1.3％増）の状況を年齢層別にみると、24歳以下層では492人（前年同
月比1.7%増）、25歳以上34歳以下層では722人（前年同月比2.4％増）、35歳以上44歳以下層では547人（前
年同月比8.5％減）、45歳以上54歳以下層では773人（前年同月比0.7％増）、55歳以上層では922人（前年同
月比7.7％増）となり、35歳以上44歳以下層を除く年齢層において前年同月比は増加となった。

無 業 者

区 分 全 数 臨時・季節 パートタイム

区 分 全 数

　５月の各ハローワークの有効求人倍率（原数値）は、ハローワーク揖斐を除くハローワークにおいて1倍を上回り、ハロー

ワーク揖斐、多治見、高山、美濃加茂を除くハローワークにおいて前年同月を下回った。

　新規求人数（原数値）は、ハローワーク大垣、揖斐、高山、関、岐阜八幡を除くハローワークにおいて前年同月を上回り、

新規求職申込件数（原数値）は、ハローワーク美濃加茂を除くハローワークにおいて前年同月を上回った。

　有効求人数（原数値）は、ハローワーク大垣、恵那、関、岐阜八幡、中津川を除くハローワークにおいて前年同月を上回

り、有効求職者数（原数値）は、ハローワーク大垣、高山を除くハローワークにおいて前年同月を上回った。

常 用
( 除 く ﾊ ﾟ ｰ ﾄ )
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〔図表10〕　安定所別求人・求職の動き

求 人 求 職 求 人 求 職 当 月 前 年 同 月 同 比

局 計 8.8 4.3 1.6 2.8 1.44 1.46 ▲ 0.02
　 岐 阜 8.7 2.1 0.6 4.1 1.52 1.57 ▲ 0.05

大 垣 ▲ 7.0 1.3 ▲ 9.9 ▲ 0.5 1.10 1.21 ▲ 0.11
（ 揖 斐 ） ▲ 4.8 10.0 1.5 0.8 0.82 0.81 0.01
多 治 見 21.2 11.8 16.9 2.0 2.07 1.81 0.26
高 山 ▲ 0.1 8.0 1.2 ▲ 1.0 1.26 1.23 0.03
恵 那 3.3 10.9 ▲ 6.1 7.7 1.00 1.14 ▲ 0.14

関 ▲ 8.8 5.7 ▲ 4.7 7.3 1.09 1.23 ▲ 0.14
（岐阜八幡） ▲ 28.9 28.2 ▲ 10.8 1.8 1.14 1.30 ▲ 0.16
美 濃 加 茂 37.0 ▲ 1.3 1.9 0.3 1.28 1.26 0.02
中 津 川 28.8 3.0 ▲ 1.8 8.0 1.36 1.49 ▲ 0.13

（注1）パートタイムを含む全数による対前年同月増減率及び有効求人倍率（原数値）
（注2）大垣は（揖斐）出張所を、関は（岐阜八幡）出張所を含みます。

◆

◆

〔図表11〕

〔図表11〕　雇用形態別就職の状況

常用のうち
中高年齢者

５年 　５月 1,970 925 443 25 1,020
６年 　４月 1,890 845 436 22 1,023
６年 　５月 1,800 772 383 22 1,006

前年同月比（％） ▲ 8.6 ▲ 16.5 ▲ 13.5 ▲ 12.0 ▲ 1.4

区 分
新 規 （ ％ ） 有 効 （ ％ ） 有効求人倍率（倍）

パートタイム区 分

　雇用形態別では、常用（除くパート）が772人（前年同月比16.5％減）、パートタイムが1,006人（前年同月比
1.4％減）、臨時・季節が22人（前年同月比12.0%減）となり、すべての雇用形態において前年同月比は減少と
なった。

全 数 常 用
( 除 く ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ) 臨 時 ・ 季 節

５月の就職者数（原数値）は1,800人で、前年同月比8.6％減となり、3か月連続前年同月より減少となった。

就　　職　　の　　状　　況
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【参考1】一般職業紹介状況（全数、原数値）（新規学卒者を除きパートタイムを含む）
岐阜労働局職業安定部

原数値 対前年同
月比 原数値 対前年

同月差 原数値 対前年同月
比 原数値 対前年同

月比 原数値 対前年同月
比 原数値 対前年同月

比
件 ％ ％ ポイント 人 ％ 人 ％ 人 ％ 件 ％

25,889 ▲ 7.0 35.5 ▲ 2.7 578,907 ▲ 4.3 299,935 0.6 200,634 ▲ 5.4 72,884 0.0
21,355 ▲ 17.5 29.1 ▲ 6.4 447,700 ▲ 22.7 343,755 14.6 159,851 ▲ 20.3 73,349 0.6
22,047 3.2 32.1 3.0 503,610 12.5 338,536 ▲ 1.5 179,192 12.1 68,716 ▲ 6.3
21,356 ▲ 3.1 31.2 ▲ 0.9 546,394 22.0 329,803 ▲ 4.1 192,064 20.2 68,415 ▲ 0.4
21,386 0.1 30.6 ▲ 0.6 533,565 ▲ 2.3 338,212 2.5 186,329 ▲ 3.0 69,872 2.1

4月 1,782 ▲ 29.6 24.9 ▲ 8.0 38,042 ▲ 25.5 26,011 1.6 11,971 ▲ 34.5 7,168 ▲ 6.8
5月 1,267 ▲ 45.1 22.0 ▲ 14.7 34,158 ▲ 31.0 26,091 0.5 11,150 ▲ 32.1 5,763 ▲ 8.4
6月 1,852 ▲ 18.9 25.4 ▲ 15.3 34,294 ▲ 30.5 28,092 10.9 13,392 ▲ 23.1 7,285 29.8
7月 1,853 ▲ 18.5 28.2 ▲ 7.6 35,544 ▲ 29.0 29,081 15.3 13,682 ▲ 26.8 6,573 3.3
8月 1,600 ▲ 17.6 28.1 ▲ 7.5 35,373 ▲ 28.3 29,732 20.9 11,235 ▲ 29.8 5,697 4.6
9月 1,902 ▲ 13.4 31.1 ▲ 4.7 36,703 ▲ 25.9 30,381 21.3 14,162 ▲ 17.6 6,120 ▲ 0.3
10月 1,933 ▲ 18.5 29.9 ▲ 7.3 37,516 ▲ 23.7 30,756 21.3 14,520 ▲ 19.2 6,463 1.2
11月 1,722 ▲ 15.8 34.0 ▲ 5.0 37,971 ▲ 20.7 29,884 21.1 12,216 ▲ 21.4 5,068 ▲ 3.4
12月 1,625 ▲ 10.9 37.0 ▲ 2.4 37,595 ▲ 21.1 28,115 20.8 13,262 ▲ 24.1 4,389 ▲ 5.0

1月 1,406 ▲ 12.9 23.4 0.1 39,421 ▲ 15.4 27,655 14.3 15,675 ▲ 0.5 6,008 ▲ 13.4
2月 1,774 ▲ 13.3 29.6 ▲ 4.1 40,225 ▲ 12.5 28,239 12.5 13,711 ▲ 10.2 5,986 ▲ 1.4
3月 2,639 7.8 38.6 ▲ 1.6 40,858 ▲ 4.4 29,718 16.1 14,875 1.6 6,829 12.2
4月 2,153 20.8 27.2 2.3 39,941 5.0 30,913 18.8 14,567 21.7 7,929 10.6
5月 1,879 48.3 33.5 11.5 39,027 14.3 30,340 16.3 12,920 15.9 5,612 ▲ 2.6
6月 2,019 9.0 35.5 10.1 39,228 14.4 29,585 5.3 14,429 7.7 5,688 ▲ 21.9
7月 1,781 ▲ 3.9 33.5 5.3 39,148 10.1 28,191 ▲ 3.1 14,558 6.4 5,309 ▲ 19.2
8月 1,552 ▲ 3.0 29.9 1.8 39,815 12.6 27,768 ▲ 6.6 13,199 17.5 5,194 ▲ 8.8
9月 1,846 ▲ 2.9 31.4 0.3 41,451 12.9 27,956 ▲ 8.0 15,606 10.2 5,877 ▲ 4.0
10月 1,830 ▲ 5.3 30.4 0.5 42,974 14.5 28,229 ▲ 8.2 16,564 14.1 6,019 ▲ 6.9
11月 1,774 3.0 35.0 1.0 43,418 14.3 27,828 ▲ 6.9 14,089 15.3 5,067 ▲ 0.0
12月 1,577 ▲ 3.0 37.0 0.0 43,404 15.5 26,506 ▲ 5.7 15,292 15.3 4,263 ▲ 2.9

1月 1,503 6.9 25.3 1.9 44,695 13.4 26,490 ▲ 4.2 17,121 9.2 5,939 ▲ 1.1
2月 1,827 3.0 33.5 3.9 45,207 12.4 26,730 ▲ 5.3 14,756 7.6 5,447 ▲ 9.0
3月 2,306 ▲ 12.6 36.2 ▲ 2.4 45,302 10.9 28,000 ▲ 5.8 16,091 8.2 6,372 ▲ 6.7
4月 1,868 ▲ 13.2 26.0 ▲ 1.2 44,330 11.0 28,813 ▲ 6.8 16,308 12.0 7,192 ▲ 9.3
5月 1,761 ▲ 6.3 29.5 ▲ 4.0 43,834 12.3 29,101 ▲ 4.1 14,392 11.4 5,974 6.5
6月 1,946 ▲ 3.6 34.3 ▲ 1.2 45,253 15.4 28,829 ▲ 2.6 16,895 17.1 5,679 ▲ 0.2
7月 1,628 ▲ 8.6 32.0 ▲ 1.5 45,222 15.5 27,673 ▲ 1.8 16,307 12.0 5,093 ▲ 4.1
8月 1,594 2.7 30.8 0.9 45,083 13.2 27,187 ▲ 2.1 14,365 8.8 5,176 ▲ 0.3
9月 1,755 ▲ 4.9 31.4 0.0 45,463 9.7 27,053 ▲ 3.2 16,517 5.8 5,584 ▲ 5.0
10月 1,812 ▲ 1.0 32.0 1.6 45,701 6.3 27,298 ▲ 3.3 17,188 3.8 5,655 ▲ 6.0
11月 1,652 ▲ 6.9 33.1 ▲ 1.9 45,569 5.0 26,728 ▲ 4.0 14,464 2.7 4,992 ▲ 1.5
12月 1,504 ▲ 4.6 34.9 ▲ 2.1 44,994 3.7 25,337 ▲ 4.4 15,550 1.7 4,306 1.0

1月 1,404 ▲ 6.6 22.4 ▲ 2.9 46,935 5.0 26,009 ▲ 1.8 18,655 9.0 6,254 5.3
2月 1,895 3.7 30.8 ▲ 2.7 47,227 4.5 27,343 2.3 15,639 6.0 6,159 13.1
3月 2,537 10.0 39.9 3.7 46,783 3.3 28,432 1.5 15,784 ▲ 1.9 6,351 ▲ 0.3
4月 1,945 4.1 25.4 ▲ 0.6 43,732 ▲ 1.3 29,413 2.1 15,401 ▲ 5.6 7,647 6.3
5月 1,970 11.9 31.9 2.4 43,184 ▲ 1.5 29,634 1.8 14,635 1.7 6,166 3.2
6月 1,891 ▲ 2.8 34.0 ▲ 0.3 43,072 ▲ 4.8 29,025 0.7 15,346 ▲ 9.2 5,558 ▲ 2.1
7月 1,619 ▲ 0.6 30.7 ▲ 1.3 43,166 ▲ 4.5 27,957 1.0 15,462 ▲ 5.2 5,268 3.4
8月 1,564 ▲ 1.9 28.2 ▲ 2.6 43,603 ▲ 3.3 27,890 2.6 14,845 3.3 5,553 7.3
9月 1,729 ▲ 1.5 29.3 ▲ 2.1 44,025 ▲ 3.2 28,295 4.6 15,300 ▲ 7.4 5,892 5.5
10月 1,885 4.0 31.8 ▲ 0.2 45,294 ▲ 0.9 28,621 4.8 16,959 ▲ 1.3 5,926 4.8
11月 1,754 6.2 34.9 1.8 44,755 ▲ 1.8 27,782 3.9 14,446 ▲ 0.1 5,024 0.6
12月 1,532 1.9 33.5 ▲ 1.4 44,159 ▲ 1.9 26,367 4.1 14,777 ▲ 5.0 4,577 6.3

1月 1,381 ▲ 1.6 22.3 ▲ 0.1 45,523 ▲ 3.0 26,853 3.2 17,781 ▲ 4.7 6,185 ▲ 1.1
2月 1,973 4.1 32.3 1.5 47,022 ▲ 0.4 27,919 2.1 16,563 5.9 6,101 ▲ 0.9
3月 2,143 ▲ 15.5 35.9 ▲ 4.0 46,030 ▲ 1.6 28,456 0.1 14,814 ▲ 6.1 5,975 ▲ 5.9
4月 1,890 ▲ 2.8 23.9 ▲ 1.5 44,240 1.2 29,935 1.8 15,625 1.5 7,901 3.3
5月 1,800 ▲ 8.6 28.0 ▲ 3.9 43,876 1.6 30,464 2.8 15,925 8.8 6,429 4.3

6年

5年

4年

2年

3年

令和元年度

令和3年度
令和2年度

令和5年度
令和4年度

新規求職申込件数

　

就職件数 就職率 月間有効求人数 月間有効求職者数 新規求人数
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【参考２】一般職業紹介状況（全数、季節調整値）（新規学卒者を除きパートタイムを含む）
岐阜労働局職業安定部

有効求人倍率 新規求人倍率

季節調整値 前月比 季節調整値 前月比 季節調整値 季節調整値 前月比 季節調整値 前月比 季節調整値
　 人 ％ 人 ％ 倍 人 ％ 件 ％ 倍

4月 37,686 ▲ 8.7 24,754 ▲ 2.4 1.52 11,293 ▲ 21.3 5,447 ▲ 4.1 2.07
5月 35,010 ▲ 7.1 24,942 0.8 1.40 12,273 8.7 5,910 8.5 2.08
6月 35,147 0.4 27,187 9.0 1.29 13,110 6.8 7,263 22.9 1.81
7月 36,166 2.9 28,884 6.2 1.25 13,341 1.8 6,886 ▲ 5.2 1.94
8月 36,310 0.4 30,345 5.1 1.20 12,815 ▲ 3.9 6,643 ▲ 3.5 1.93
9月 36,713 1.1 30,287 ▲ 0.2 1.21 13,813 7.8 6,081 ▲ 8.5 2.27
10月 36,845 0.4 30,314 0.1 1.22 13,219 ▲ 4.3 6,070 ▲ 0.2 2.18
11月 37,638 2.2 30,319 0.0 1.24 13,594 2.8 6,104 0.6 2.23
12月 37,985 0.9 30,020 ▲ 1.0 1.27 13,788 1.4 5,807 ▲ 4.9 2.37

1月 38,795 2.1 29,321 ▲ 2.3 1.32 14,076 2.1 5,652 ▲ 2.7 2.49
2月 38,921 0.3 28,945 ▲ 1.3 1.34 13,775 ▲ 2.1 5,817 2.9 2.37
3月 39,357 1.1 29,182 0.8 1.35 14,102 2.4 5,854 0.6 2.41
4月 39,810 1.2 29,292 0.4 1.36 14,029 ▲ 0.5 5,930 1.3 2.37
5月 40,135 0.8 29,051 ▲ 0.8 1.38 14,142 0.8 5,763 ▲ 2.8 2.45
6月 40,151 0.0 28,507 ▲ 1.9 1.41 14,120 ▲ 0.2 5,670 ▲ 1.6 2.49
7月 40,254 0.3 28,222 ▲ 1.0 1.43 14,641 3.7 5,793 2.2 2.53
8月 40,753 1.2 28,113 ▲ 0.4 1.45 14,876 1.6 5,797 0.1 2.57
9月 41,500 1.8 27,893 ▲ 0.8 1.49 15,222 2.3 5,852 0.9 2.60
10月 42,353 2.1 27,958 0.2 1.51 15,497 1.8 5,831 ▲ 0.4 2.66
11月 43,154 1.9 28,223 0.9 1.53 15,451 ▲ 0.3 5,828 ▲ 0.1 2.65
12月 43,712 1.3 28,282 0.2 1.55 15,829 2.4 5,641 ▲ 3.2 2.81

1月 43,755 0.1 28,067 ▲ 0.8 1.56 15,297 ▲ 3.4 5,575 ▲ 1.2 2.74
2月 43,857 0.2 27,564 ▲ 1.8 1.59 14,852 ▲ 2.9 5,359 ▲ 3.9 2.77
3月 43,890 0.1 27,566 0.0 1.59 15,523 4.5 5,731 6.9 2.71
4月 44,704 1.9 27,496 ▲ 0.3 1.63 16,075 3.6 5,628 ▲ 1.8 2.86
5月 45,074 0.8 27,633 0.5 1.63 15,665 ▲ 2.6 5,778 2.7 2.71
6月 46,108 2.3 27,777 0.5 1.66 16,278 3.9 5,756 ▲ 0.4 2.83
7月 46,211 0.2 27,640 ▲ 0.5 1.67 16,282 0.0 5,610 ▲ 2.5 2.90
8月 45,920 ▲ 0.6 27,354 ▲ 1.0 1.68 15,870 ▲ 2.5 5,471 ▲ 2.5 2.90
9月 45,579 ▲ 0.7 27,141 ▲ 0.8 1.68 16,007 0.9 5,625 2.8 2.85
10月 45,440 ▲ 0.3 27,176 0.1 1.67 16,466 2.9 5,683 1.0 2.90
11月 45,421 ▲ 0.0 27,055 ▲ 0.4 1.68 16,124 ▲ 2.1 5,665 ▲ 0.3 2.85
12月 45,470 0.1 27,142 0.3 1.68 16,216 0.6 5,721 1.0 2.83

1月 45,539 0.2 27,501 1.3 1.66 16,479 1.6 5,819 1.7 2.83
2月 45,573 0.1 27,864 1.3 1.64 15,730 ▲ 4.5 5,746 ▲ 1.3 2.74
3月 45,028 ▲ 1.2 27,954 0.3 1.61 15,024 ▲ 4.5 5,740 ▲ 0.1 2.62
4月 44,299 ▲ 1.6 28,029 0.3 1.58 15,329 2.0 6,024 4.9 2.54
5月 44,451 0.3 27,962 ▲ 0.2 1.59 15,562 1.5 5,698 ▲ 5.4 2.73
6月 44,046 ▲ 0.9 27,963 0.0 1.58 14,999 ▲ 3.6 5,602 ▲ 1.7 2.68
7月 44,044 ▲ 0.0 28,005 0.2 1.57 15,290 1.9 5,838 4.2 2.62
8月 44,301 0.6 28,158 0.5 1.57 15,966 4.4 6,046 3.6 2.64
9月 44,457 0.4 28,363 0.7 1.57 15,236 ▲ 4.6 5,873 ▲ 2.9 2.59
10月 44,759 0.7 28,313 ▲ 0.2 1.58 15,863 4.1 5,699 ▲ 3.0 2.78
11月 44,207 ▲ 1.2 28,260 ▲ 0.2 1.56 15,524 ▲ 2.1 5,830 2.3 2.66
12月 44,224 0.0 28,356 0.3 1.56 15,206 ▲ 2.0 6,148 5.5 2.47

1月 44,486 0.6 28,299 ▲ 0.2 1.57 15,939 4.8 5,653 ▲ 8.1 2.82
2月 45,109 1.4 28,565 0.9 1.58 16,278 2.1 5,976 5.7 2.72
3月 45,363 0.6 28,295 ▲ 0.9 1.60 15,374 ▲ 5.6 5,791 ▲ 3.1 2.65
4月 44,777 ▲ 1.3 28,313 0.1 1.58 15,207 ▲ 1.1 5,913 2.1 2.57
5月 44,771 ▲ 0.0 28,530 0.8 1.57 16,215 6.6 5,866 ▲ 0.8 2.76

(注)　季節調整法はセンサス局法Ⅱ(x-12-ARIMA)による。令和5年12月以前の数値は令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

6年

5年

4年

3年

2年

新規求職申込件数月間有効求人数 月間有効求職者数 新規求人数
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【参考３】　一般職業紹介状況（全数,増減値・率値）（新規学卒者を除きパートタイムを含む）
岐阜労働局職業安定部

項目
季　調 原　数 季　調 原　数 季　調 原　数 季　調 原　数

　 対前月 対前年 対前月 対前年 季　節 実　数 対前月 対前年 対前月 対前年 季　節 実　数
増減率 同　月 増減率 同　月 調整値 増減率 同　月 増減率 同　月 調整値

増減率 増減率 増減率 増減率
％ ％ ％ ％ 倍 倍 ％ ％ ％ ％ 倍 倍

令和元年度 － 0.6 － ▲ 4.3 － 1.93 － 0.0 － ▲ 5.4 － 2.75
令和2年度 － 14.6 － ▲ 22.7 － 1.30 － 0.6 － ▲ 20.3 － 2.18
令和3年度 － ▲ 1.5 － 12.5 － 1.49 － ▲ 6.3 － 12.1 － 2.61
令和4年度 － ▲ 4.1 － 22.0 － 1.66 － ▲ 0.4 － 20.2 － 2.81
令和5年度 － 2.5 － ▲ 2.3 － 1.58 － 2.1 － ▲ 3.0 － 2.67

2年 4月 ▲ 2.4 1.6 ▲ 8.7 ▲ 25.5 1.52 1.46 ▲ 4.1 ▲ 6.8 ▲ 21.3 ▲ 34.5 2.07 1.67
5月 0.8 0.5 ▲ 7.1 ▲ 31.0 1.40 1.31 8.5 ▲ 8.4 8.7 ▲ 32.1 2.08 1.93
6月 9.0 10.9 0.4 ▲ 30.5 1.29 1.22 22.9 29.8 6.8 ▲ 23.1 1.81 1.84
7月 6.2 15.3 2.9 ▲ 29.0 1.25 1.22 ▲ 5.2 3.3 1.8 ▲ 26.8 1.94 2.08
8月 5.1 20.9 0.4 ▲ 28.3 1.20 1.19 ▲ 3.5 4.6 ▲ 3.9 ▲ 29.8 1.93 1.97
9月 ▲ 0.2 21.3 1.1 ▲ 25.9 1.21 1.21 ▲ 8.5 ▲ 0.3 7.8 ▲ 17.6 2.27 2.31

10月 0.1 21.3 0.4 ▲ 23.7 1.22 1.22 ▲ 0.2 1.2 ▲ 4.3 ▲ 19.2 2.18 2.25
11月 0.0 21.1 2.2 ▲ 20.7 1.24 1.27 0.6 ▲ 3.4 2.8 ▲ 21.4 2.23 2.41
12月 ▲ 1.0 20.8 0.9 ▲ 21.1 1.27 1.34 ▲ 4.9 ▲ 5.0 1.4 ▲ 24.1 2.37 3.02

3年 1月 ▲ 2.3 14.3 2.1 ▲ 15.4 1.32 1.43 ▲ 2.7 ▲ 13.4 2.1 ▲ 0.5 2.49 2.61
2月 ▲ 1.3 12.5 0.3 ▲ 12.5 1.34 1.42 2.9 ▲ 1.4 ▲ 2.1 ▲ 10.2 2.37 2.29
3月 0.8 16.1 1.1 ▲ 4.4 1.35 1.37 0.6 12.2 2.4 1.6 2.41 2.18
4月 0.4 18.8 1.2 5.0 1.36 1.29 1.3 10.6 ▲ 0.5 21.7 2.37 1.84
5月 ▲ 0.8 16.3 0.8 14.3 1.38 1.29 ▲ 2.8 ▲ 2.6 0.8 15.9 2.45 2.30
6月 ▲ 1.9 5.3 0.0 14.4 1.41 1.33 ▲ 1.6 ▲ 21.9 ▲ 0.2 7.7 2.49 2.54
7月 ▲ 1.0 ▲ 3.1 0.3 10.1 1.43 1.39 2.2 ▲ 19.2 3.7 6.4 2.53 2.74
8月 ▲ 0.4 ▲ 6.6 1.2 12.6 1.45 1.43 0.1 ▲ 8.8 1.6 17.5 2.57 2.54
9月 ▲ 0.8 ▲ 8.0 1.8 12.9 1.49 1.48 0.9 ▲ 4.0 2.3 10.2 2.60 2.66

10月 0.2 ▲ 8.2 2.1 14.5 1.51 1.52 ▲ 0.4 ▲ 6.9 1.8 14.1 2.66 2.75
11月 0.9 ▲ 6.9 1.9 14.3 1.53 1.56 ▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.3 15.3 2.65 2.78
12月 0.2 ▲ 5.7 1.3 15.5 1.55 1.64 ▲ 3.2 ▲ 2.9 2.4 15.3 2.81 3.59

4年 1月 ▲ 0.8 ▲ 4.2 0.1 13.4 1.56 1.69 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 3.4 9.2 2.74 2.88
2月 ▲ 1.8 ▲ 5.3 0.2 12.4 1.59 1.69 ▲ 3.9 ▲ 9.0 ▲ 2.9 7.6 2.77 2.71
3月 0.0 ▲ 5.8 0.1 10.9 1.59 1.62 6.9 ▲ 6.7 4.5 8.2 2.71 2.53
4月 ▲ 0.3 ▲ 6.8 1.9 11.0 1.63 1.54 ▲ 1.8 ▲ 9.3 3.6 12.0 2.86 2.27
5月 0.5 ▲ 4.1 0.8 12.3 1.63 1.51 2.7 6.5 ▲ 2.6 11.4 2.71 2.41
6月 0.5 ▲ 2.6 2.3 15.4 1.66 1.57 ▲ 0.4 ▲ 0.2 3.9 17.1 2.83 2.97
7月 ▲ 0.5 ▲ 1.8 0.2 15.5 1.67 1.63 ▲ 2.5 ▲ 4.1 0.0 12.0 2.90 3.20
8月 ▲ 1.0 ▲ 2.1 ▲ 0.6 13.2 1.68 1.66 ▲ 2.5 ▲ 0.3 ▲ 2.5 8.8 2.90 2.78
9月 ▲ 0.8 ▲ 3.2 ▲ 0.7 9.7 1.68 1.68 2.8 ▲ 5.0 0.9 5.8 2.85 2.96

10月 0.1 ▲ 3.3 ▲ 0.3 6.3 1.67 1.67 1.0 ▲ 6.0 2.9 3.8 2.90 3.04
11月 ▲ 0.4 ▲ 4.0 ▲ 0.0 5.0 1.68 1.70 ▲ 0.3 ▲ 1.5 ▲ 2.1 2.7 2.85 2.90
12月 0.3 ▲ 4.4 0.1 3.7 1.68 1.78 1.0 1.0 0.6 1.7 2.83 3.61

5年 1月 1.3 ▲ 1.8 0.2 5.0 1.66 1.80 1.7 5.3 1.6 9.0 2.83 2.98
2月 1.3 2.3 0.1 4.5 1.64 1.73 ▲ 1.3 13.1 ▲ 4.5 6.0 2.74 2.54
3月 0.3 1.5 ▲ 1.2 3.3 1.61 1.65 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 4.5 ▲ 1.9 2.62 2.49
4月 0.3 2.1 ▲ 1.6 ▲ 1.3 1.58 1.49 4.9 6.3 2.0 ▲ 5.6 2.54 2.01
5月 ▲ 0.2 1.8 0.3 ▲ 1.5 1.59 1.46 ▲ 5.4 3.2 1.5 1.7 2.73 2.37
6月 0.0 0.7 ▲ 0.9 ▲ 4.8 1.58 1.48 ▲ 1.7 ▲ 2.1 ▲ 3.6 ▲ 9.2 2.68 2.76
7月 0.2 1.0 ▲ 0.0 ▲ 4.5 1.57 1.54 4.2 3.4 1.9 ▲ 5.2 2.62 2.94
8月 0.5 2.6 0.6 ▲ 3.3 1.57 1.56 3.6 7.3 4.4 3.3 2.64 2.67
9月 0.7 4.6 0.4 ▲ 3.2 1.57 1.56 ▲ 2.9 5.5 ▲ 4.6 ▲ 7.4 2.59 2.60

10月 ▲ 0.2 4.8 0.7 ▲ 0.9 1.58 1.58 ▲ 3.0 4.8 4.1 ▲ 1.3 2.78 2.86
11月 ▲ 0.2 3.9 ▲ 1.2 ▲ 1.8 1.56 1.61 2.3 0.6 ▲ 2.1 ▲ 0.1 2.66 2.88
12月 0.3 4.1 0.0 ▲ 1.9 1.56 1.67 5.5 6.3 ▲ 2.0 ▲ 5.0 2.47 3.23

6年 1月 ▲ 0.2 3.2 0.6 ▲ 3.0 1.57 1.70 ▲ 8.1 ▲ 1.1 4.8 ▲ 4.7 2.82 2.87
2月 0.9 2.1 1.4 ▲ 0.4 1.58 1.68 5.7 ▲ 0.9 2.1 5.9 2.72 2.71
3月 ▲ 0.9 0.1 0.6 ▲ 1.6 1.60 1.62 ▲ 3.1 ▲ 5.9 ▲ 5.6 ▲ 6.1 2.65 2.48
4月 0.1 1.8 ▲ 1.3 1.2 1.58 1.48 2.1 3.3 ▲ 1.1 1.5 2.57 1.98
5月 0.8 2.8 ▲ 0.0 1.6 1.57 1.44 ▲ 0.8 4.3 6.6 8.8 2.76 2.48

新規求人数 新規求人倍率月間有効求職者数 月間有効求人数 有効求人倍率 新規求職申込件数
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024改訂版 

（令和６年６月 21日閣議決定） 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

 

Ⅰ．新しい資本主義の進捗と実現 

 

１．2024年の改訂の考え方 

「新しい資本主義」では、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現すること

を目指してきた。 

まず「賃金」が上がる。その結果、「消費」が活発化し、企業収益が伸びる。それを

元手に企業が成長のための「投資」を行うことで、「労働生産性」が上がり、賃金が更

に持続的に上がるという好循環を実現する。これにより、「コストカット型の経済」か

ら「成長型の新たな経済ステージ」へと移行することを目指してきた。 

他方、これまでの 30年間のデフレ経済下では、生産性が上がれば賃金が上がると言

われていたものの、実際には企業収益が伸びたときですら、賃金は上がらなかった。 

長年にわたり染み付いたデフレ心理を払拭し、「賃金が上がることは当たり前」とい

う方向に、社会全体の意識を一気呵成に変えることが必要である。 

当初から、新しい資本主義では、以下の３点をテーマとして掲げた。 

① 「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連携 

② 課題解決を通じての新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二

兎の実現 

③ 課題解決を通じての一人ひとりの国民の持続的な幸福の実現 

また、基礎的条件としての経済安全保障の徹底。 

これらの点は、2022年６月に閣議決定したグランドデザイン及び実行計画、2023年

６月に閣議決定した 2023年改訂版で一貫して主張してきた。 

また、その実現に当たっては、分配の目詰まりの解消、官民連携による成長力の確保、

民間も公的役割を担う社会の実現の３点に注力してきた。具体的には、官民連携による

賃上げ、設備投資、スタートアップ育成、イノベーションの推進を同時に拡大するため

の施策を実施するとともに、新たな官民の連携を粘り強く呼び掛けてきた。 

今般、２回目の実行計画の改訂に当たり、新しい資本主義実現会議において審議を繰

り返したところ、こうしたこれまでの新しい資本主義の取組の方向性は正しかったこ

と、そして、デフレから完全に脱却する歴史的チャンスを手にするという合意に至っ

た。 

私たちは、昨年を大きく上回る春季労使交渉での賃上げ、史上最高水準の設備投資、

史上最高値圏の株価といった成果を手にしている。しかしながら、我が国のデフレ脱却

への道は、いまだ道半ばである。 

年初来、対米ドル円レートは１割程度円安が進んでおり、その影響は半年から１年か

けて物価上昇率に反映される可能性がある。政府と日本銀行には、緊密に連携し、経
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済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていくことにより、２％の物価安定目標

を持続的・安定的に実現することが求められる。その際、年初来進行している円安の影

響が、今後物価に反映されてくることも踏まえ、円安が今後の物価に与える影響につい

ても十分に注視する必要がある。 

デフレを抜け出すチャンスをつかみ取れるか、後戻りしてしまうかは、今回の実行計

画の改訂に基づく、これからの対応次第である。物価高を乗り越えるために、今年、物

価上昇を上回る所得を必ず実現し、来年以降に、物価上昇を上回る賃上げを必ず定着さ

せる。 

物価上昇を上回る賃上げを「定着」させるためには、中小・小規模企業の賃上げの「定

着」が必要であり、このため、中小・小規模企業の「稼ぐ力」の向上に全力を挙げる。

我が国の生産年齢人口は減少しつつあることに鑑み、構造的な人手不足状況の中で、こ

れを達成するためには、省力化投資の加速的促進・仕事をしたいシニア層のための環境

整備等の人手不足対策、価格転嫁等の我が国の商慣行における定着が不可欠である。 

これらを含め、今般の実行計画の改訂において、一層の取組の具体化が必要な項目を

以下に明らかにするとともに、新しい資本主義の取組全体の加速を図るため、2024 年

改訂版の閣議決定を行うものである。 

 

２．経済構造改革の加速 

人類は、従来の延長線上にない非連続な技術革新がもたらす歴史上大きなパラダイ

ムシフトに直面している。テクノロジーの進化に伴う産業構造の変化が非常に速いス

ピードで進んでおり、テクノロジーを活用することで中小・小規模企業もグローバルに

販路を広げることができる好機である。 

また、社会課題の解決を通して、眠れる資産を活用しての新たな市場の創出、さらに、

既存企業の事業の省力化や自動化、働き手のリ・スキリングによる労働生産性の向上、

といった潜在能力を我が国は秘めている。 

成長と分配の好循環を図り、賃金と物価の好循環をより実感の伴う形で本格化させ

るためには、大局的な視座の下、各産業分野の構造的課題を把握した上で、政策を組み

合わせ、経済構造の改革を成し遂げなければならない。 

世界でも人口減少・少子高齢化にいち早く直面する我が国においては、人材・資源・

資金・データが円滑に循環することで、スパイラル状に付加価値を高め、継続的な所得

向上を実現する成長戦略として、以下の３つの循環を作り出していく。 

① 生産性を高め供給を増やす循環：人口減少を機会と捉え、産業の革新（スタートア

ップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&A）を促し、リ・スキリン

グと労働移動を通じて供給サイドを強化することで、継続的な所得向上を実現す

る。 

② 需要を増やす循環：社会課題解決を通して需要を開拓し、対価を伴う付加価値の高

い解決策を生み出すことで新たな市場を創出・拡大し、その成果を可視化してい

く。 

③ 海外とつながる循環：海外との双方向のつながりによって、ソリューションの海外

展開、投資や人材の流入を促し、市場拡大を加速させる。 
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社会課題はブルーオーシャンであり、コストは成長のための投資であるという考え

の下、更なる成長・生産性向上のために、関連する様々な産業において人材・資源・資

金・データ等の循環を阻害する規制や商慣習等の「目詰まり」を解消し、構造改革につ

なげていくことが必要である。旧来の硬直的な規制や経済構造等の「壁」を改革すべく、

従来の産業や分野の括りにとらわれることなく、政策を横断的かつ一体的に実行する。 

これらによって、我が国が抱える社会課題の解決を通して、所得や幸福感（ウェルビ

ーイング）が継続的に向上する状況を作り出すことで、一人ひとりが明日は今日よりも

良くなると実感できる社会を目指す。 

 

 

Ⅱ．人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着 

 

１．価格転嫁の商習慣化の徹底と中小・小規模企業の省力化投資の加速 

労働生産性と一人当たり賃金の間には正の相関があり、労働生産性が高くなると賃

金水準が上昇する蓋然性が高いが、OECD加盟国 38か国の中で、我が国は 32位にとど

まっている。 

また、マークアップ率は、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るもので

あるが、1980 年時点から各国のマークアップ率が上昇する中で、日本の上昇率は低く、

近年では国際的に低い水準となっている。他方で、マネージャーの給与の高さはマーク

アップ率の高さと相関しているとの分析がある。 

我が国でも、この 20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」「購入す

る際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が

増加している。付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着

しつつあり、マークアップ率向上の余地が生まれている。 

今年にとどまらず、来年も、再来年も、持続的な賃上げを定着させていくためには、

春季労使交渉における労使の協力に加え、労働生産性やマークアップ率向上を通じた

付加価値の拡大が不可欠である。このため、労務費の価格転嫁に加え、人手不足の中で

御苦労をされている中小・小規模企業の皆さんの労働生産性の引上げのため、省力化投

資に官民で全力で取り組む。 

 

（１）労務費等の価格転嫁の推進 

大企業における高い賃上げの動きが中小企業・小規模企業に広がっていくためには、

労務費の価格転嫁が鍵の一つである。中小・小規模企業における十分な賃上げによって

裾野の広い賃上げが実現していくことが大切であり、政府としては、あらゆる手を尽く

してきた。 

この結果、民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができている中小企業

は、2022年 12月時点で 69.2%であったが、2024年２月時点で 75.0%に上昇した。他方、

価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの

（15.9％→12.7％）、残っており、転嫁対策の更なる徹底が必要である。中小・小規模

企業の取引適正化のため、価格転嫁の基本的な法律である下請代金法の制度改革も含
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め検討を進める。 

①労務費転嫁指針の更なる周知（重点 22業種での自主行動計画の策定等）  

昨年末に、内閣官房と公正取引委員会連名の労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針を、発注者側・受注者側に公表し、違反行為は独占禁止法に抵触するおそ

れがあることを示した。 

この中では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動

指針として、労務費の上昇分の転嫁方針の社長等の関与の必要性、交渉に当たり最低賃

金や春季労使交渉の上昇率等を合理的な根拠があるものとして尊重すること、サプラ

イチェーンの先の取引価格も適正化すべき立場にいることを意識して転嫁を認めるこ

と等を含め、発注者及び受注者が採るべき行動/求められる行動を 12 の行動指針とし

て取りまとめた。公正取引委員会において、労務費指針の周知・徹底状況の把握に向け

たフォローアップのための特別調査を実施する。 

また、指針に沿った行動の徹底を産業界に強く要請するとともに、適切な価格転嫁

を、我が国の新たな商習慣として、中小・小規模企業間を含めて、サプライチェーン全

体で定着させるため、合計 1,873 の業界団体に対し、指針の徹底と取組状況のフォロ

ーアップを要請した。 

さらに、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、労務費の転嫁率が低いとい

った、特に対応が必要な 22 業種については、各団体に対し、自主行動計画の策定や、

転嫁状況の調査・改善を要請し、フォローアップのため、内閣官房副長官をヘッドとし

て関係省庁連絡会議を設置した。 

特に 22 業種について、自主行動計画の実施状況の把握、策定・改定等を加速する。

具体的には、以下の４点について、特に、各省庁の進捗状況を確認する。 

ⅰ）指針を反映するための自主行動計画の改定や、指針を踏まえた自主行動計画の新た

な策定について、今月末までに完了すること 

ⅱ）各業界で指針に沿った対応がなされているかについて、業界団体と連携し、実態調

査を実施、価格転嫁の状況を把握した上で、不十分な場合には、速やかに改善策を

検討すること 

ⅲ）公正取引委員会の行う指針の遵守状況についての特別調査に、各省庁も積極的に協

力すること 

ⅳ）中小企業庁の価格交渉月間の調査においても、業界ごとの労務費の転嫁率等のデー

タを把握すること 

公正取引委員会・中小企業庁においては、調査結果を踏まえ、独占禁止法と下請代金

法に基づき厳正に対処する。 

 

②独占禁止法に基づく労務費転嫁指針の遵守の徹底 

取組が不十分な事業者について独占禁止法に基づき 10社の企業名を公表した。公正

取引委員会において、これらの企業の今後の対応を含め、徹底状況について調査を実施

し、取引改善を図る。 

 

③下請代金法違反行為への厳正な対処 
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下請代金法違反行為については、本年１月以降で 11 件の勧告を実施するとともに、

下請事業者への対価を引き下げた場合だけでなく、労務費等のコストが上昇する中で、

下請事業者への対価を据え置く場合についても、下請代金法違反となり得る旨を、運用

基準の中で明確化した。引き続き、強化された下請代金法の運用基準に基づき、公正取

引委員会・中小企業庁において、厳正に対処していく。また、事業所管省庁とも連携し、

面的な執行による下請代金法の勧告案件の充実を図るとともに、下請代金法の改正に

ついても、検討する。 

また、下請代金法の実効性をより高めるため、下請代金法違反により勧告を受けた企

業には、補助金交付や入札参加資格を停止する方策を検討する。 

さらに、賃金と物価の好循環に向けた懇談を開催し、中小企業からの意見を聴取し

た。ここで意見の出た官公需も含めた労務費等の価格転嫁の周知・徹底、労務費転嫁指

針の価格交渉の申込様式の業種特性に応じた展開・活用、小規模企業も含む取引実態の

把握の強化、下請Ｇメンや優越Ｇメンも活用した下請代金法の執行強化、手形等の支払

サイト短縮の後押し等の取引適正化を徹底する。 

 

④地方版政労使会議の開催 

賃上げの地方への波及に向けて、地方版政労使会議の開催を実効的なものとするよ

う、フォローアップを行い、来春の実施に向けた準備を行い、その定着を図る。 

 

⑤消費者に対する理解促進 

価格転嫁率は、川下のＢtoＣ事業では相対的に転嫁率が低い、といった課題がある。

ＢtoＢの独占禁止法・下請代金法に基づく労務費を中心とした転嫁促進を進めるとと

もに、消費者に対して、転嫁に理解を求めていく。 

 

（２）人手不足下での労働生産性向上のための中小・小規模企業の省力化投資 

①運輸業、宿泊業、飲食業を始めとした人手不足感の強い業種でのＡＩ/ロボット等の

自動化技術の利用拡大 

データ上、一人当たり労働生産性は、近年大企業が急速な伸びを示しているのに対

し、中小企業の伸びが停滞している。人手不足の中、中小・小規模企業の労働生産性向

上と、成長の果実が中小・小規模企業に帰属するよう、取引関係について、大企業にも

協力をお願いすることが、急務である。 

ＡＩ、ロボットなど自動化技術を利用している企業は、利用していない企業と比べ、

生産性・賃金が高いという相関がある。ＡＩツールの導入については、特にスキルの不

足している労働者がその恩恵を受けやすいことが分かっており、中小・小規模企業の導

入メリットは大きい。また、ＡＩ、ロボットの利用については、法律・会計士事務所、

運輸業、宿泊・飲食等では、特に業務効率の向上が見込まれる。業務効率向上が高く見

込まれる産業分野については、特にその利用促進を図る必要がある。 

これらを踏まえ、人手不足の中小・小規模企業にＡＩツール、ロボットの導入を加速

する。 

ＡＩ、ロボットの導入やＤＸを始めとする省力化投資について、各事業所管省庁で具体
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的プランを検討し、政府を挙げて支援を加速する。 

 

②各産業の自動化技術を用いる現場労働者の育成に向けたリ・スキリング 

我が国では、人手不足と言いながら、それぞれの産業で基本的な自動化技術の利用を

行うことができる労働者の割合が低い。リ・スキリングの対象として、これらの現場労

働者の育成が重要である。 

ＡＩツールは、OJTを補完し、従業員に学習効果をもたらすことも分かっている。 

産業の現場の労働者のリ・スキリングに向けて、取組を進める。特に、人手不足感の

強い、運輸業、宿泊業、飲食業については、重点的に自動化技術の利用促進を図る。 

 

③中小・小規模企業に対する自動化技術等の省力化投資に対する集中的支援 

企業が予定している設備投資は、「設備の代替」が 57.0％、「既存設備の維持・補修」

が 28.5％と多く、「省力化・合理化」、「情報化（ＩＴ化）関連」、「ＤＸ（デジタル・ト

ランスフォーメーション）」はいまだ少ない。 

また、人手不足への対応としても、過半の企業は採用増に頼っており、人手不足にも

かかわらず省力化投資を行っている企業は増えつつあるが、いまだ２割未満で少ない。 

省力化投資、人材能力開発の支援策も利用し、中小・小規模企業自身が問題意識を持っ

て省力化、デジタル/ロボットの実装に取り組むことが重要である。 

この一環として、面倒な申請書類や、面倒な手続なしに、省力化効果の高い汎用製品

をカタログから選ぶ、カタログ式の省力化投資補助金を、３年で 5,000 億円規模で新

設した。省力化投資補助金を通じて、中小・小規模企業の省力化投資を支援するため、

申請受付を今月から開始する。また、現在 12 カテゴリ（無人搬送車、清掃ロボット、

券売機、配膳ロボット、自動倉庫、検品・仕分けシステム、スチームコンベクションオ

ーブン、自動チェックイン機、自動精算機、タブレット型給油許可システム、オートラ

ベラー（ラベルを商品に自動で貼り付ける機器）、飲料補充ロボット）で実施している

登録機器等について、中小・小規模企業の声を踏まえ、対象を拡充する。 

なお、中小・小規模企業向けの既存補助金についても、利便性を高める執行改善を行

う。 

 

④（略） 

 

（３） （略） 

 

２．非正規雇用労働者の処遇改善 

賃上げの裾野を更に広げていくため、男女間賃金格差の是正や、非正規雇用労働者の

方の賃金引上げを進める。 

 

（１）最低賃金の引上げ 

昨年の最低賃金の全国加重平均は 1,004 円と、目指していた「全国加重平均 1,000

円」を達成した。引上げ額は全国加重平均 43円で、過去最高の引上げ額となった。 

46

andouy
波線
ここにメモを書いてください。



 

 

今年は、昨年を上回る水準の春季労使交渉の結果を含み、労働者の生計費、事業者の

賃金支払能力の３要件も踏まえて、最低賃金の引上げ額について、公労使三者構成の最

低賃金審議会でしっかりと議論いただく。労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030 年

代半ばまでに 1,500円となることを目指す目標について、より早く達成ができるよう、

中小企業・小規模企業の自動化・省力化投資や、事業承継、M&Aの環境整備等について、

官民連携して努力する。また、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上

げる等、地域間格差の是正を図る。 

 

（２）非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化  

同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する同一

労働・同一賃金制の法施行後も、正規雇用労働者・非正規雇用労働者間には、この差が

合理的でないと結論はできないが、時給ベースで 600 円程度の賃金格差が存在してい

る。 

非正規雇用労働者の処遇を上げていくためには、同一労働・同一賃金制の徹底した施

行が不可欠である。この面においても、労働基準監督署が施行の徹底を図っていく。 

昨年 11月より法施行を強化し、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業のう

ち、都道府県労働局が指導・助言を実施していない企業については、一律で、労働基準

監督署において点検要請書を対面で交付し、点検要請書において、経営者に報告の上、

対応結果の報告を２か月以内に行うことを求めるなどとしてきた。 

また、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務

地限定社員、時間限定社員等の多様な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労

働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パート・有期雇用労働

法等の在り方の検討を進める。 

 

（３）非正規雇用労働者の正規化支援強化 

昨年 11月より、非正規雇用労働者の正規化を促進するキャリアアップ助成金につい

て、助成額を拡充するとともに、助成金の対象となる有期雇用労働者の要件を緩和し

た。この活用状況についてフォローアップし、更なる正規化の促進策を検討する。こう

した取組により、不本意非正規雇用（正規雇用を希望している不本意の非正規雇用）の

解消を図る。 

 

（４）年収の壁への対応  

いわゆる 106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労

働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。こうした取組

と併せて、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするた

め、当面の対応策として、昨年 10月より実施している「年収の壁・支援強化パッケー

ジ」（①106 万円の壁への対応（キャリアアップ助成金のコースの新設、社会保険適用

促進手当の標準報酬算定除外）、②130 万円の壁への対応（事業主の証明による被扶養

者認定の円滑化）、③配偶者手当への対応（企業の配偶者手当の見直し促進））を着実に

実行する。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよう、制度の見直し
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に取り組む。 

 

 

Ⅲ．（略） 

 

 

Ⅳ．企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新 

 

１．（略） 

 

２．経営者の意向に沿った参入退出 

事業承継税制や中堅・中小グループ化税制等、予算・税制措置を最大限に活用するこ

とにより、中小・小規模企業の事業承継や M&A・グループ化を推し進め、成長・生産性

向上を一層促進する 

 

（１）M&Aの円滑化 

黒字企業であっても、後継者が不在であるがために、廃業に至る可能性がある。他の

方に経営を任せたいと考える社長に対してはその意向に沿って機会を提供していくこ

とが重要である。 

M&Aは、従業員一人当たり売上高を伸ばすプラスの効果が確認されており、かつ、複

数の M&Aによるグループ化は高い成果が得られることが確認されている。 

M&Aの障壁を取り除き、環境整備を進めていく。 

 

①仲介事業者の手数料体系の開示 

中堅・中小企業の場合、第三者の紹介により買手を見つけることが大半である。加え

て、民間仲介事業者については、売手とは１回限りのビジネスであるのに対して、買手

とは複数回のビジネスであるため、買手の意向を強く反映するという、利益相反の問題

が指摘されている。 

現在は、買収する金額に応じて売手・買手の双方から手数料を集め、かつ最低手数料

を高額としているケースも多い。 

M&A を加速させていくため、利益相反構造を軽減する報酬体系の検討や、売手・買手

が納得しやすい手数料水準を実現していく方向で具体的な検討を進める。 

また、中小・小規模企業が安心して M&Aに取り組めるよう、M&A当事者が確認するこ

とができる M&A 支援機関データベースにおいて、手数料体系や報酬基準額等のそれぞ

れの支援機関に関する情報の開示の充実を図る。 

 

②中小・小規模企業への支援の強化 

中小・小規模企業が事業譲渡・M&Aを行う際の専門家への手数料支援等について、一

層の強化を図る。 

また、事業承継・引継ぎ補助金等の支援策について、使い勝手の改善を図る。事業承
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継・引継ぎ補助金については、手数料の開示充実や PMI（Post Merger Integration：

買収前後に実施する事業統合作業）の実施等を前提に改善を図るとともに、実績報告の

手続等の簡素化を通じ、支払までの期間短縮を検討する。 

 

③PMIの取組の促進 

M&Aの成功のためには、PMIが適切に実施され、買収前に見込んでいたシナジーが実

現することが重要である。中小・小規模企業への PMI の重要性についての啓発や、中

小・小規模企業への PMIに対する支援を充実させる。 

 

④経営者保証を見直す枠組みの検討 

経営者保証を取らない融資は新規分について一定程度進んでいるものの、既存の債

務についてはいまだ経営者保証が残っている場合も多い。M&Aの買手・売手双方とも個

人保証は残したくないという実態があることに鑑み、メインバンク等が事業再構築や 

M&Aを仲介・支援していく際、経営者保証を見直す枠組みを検討する。 

中小・小規模企業の資金調達を強化するためにも、経営者保証に依存しない融資慣行

の確立を引き続き進める。不動産等の有形資産担保に依存しない資金調達の選択肢と

して、企業のノウハウや顧客基盤等の知的財産・無形資産を含む事業全体を担保に資金

調達できる法制度について、その積極活用に向けて周知に努める。 

 

⑤地方銀行等の金融機関による仲介サービス業務の強化 

地域金融機関の中小企業への経営支援強化の一環として、地域金融機関が M&A仲介、

支援にも、より積極的に取り組むことを促す。このため、高度人材の確保を含め、適切

な業務運営体制の整備を促すとともに、M&A支援を積極的に行っている地域金融機関の

取組の情報提供やその横展開を通じて、金融機関の取組を後押しする。 

 

⑥M&Aの受け皿としての買手の育成 

中堅・中小企業の M&A の受け皿としての買手の絶対数がまだ不足している。同業他

社への売却を避ける傾向も強いことから、中堅・中小企業の積極的な買手となるプラッ

トフォーマーの育成を図る。 

また、買手における M&A 資金の調達が困難という指摘がある。買収に見合った円滑

な資金供与が行われるよう、環境整備を図る。 

 

⑦過剰とならないデューデリジェンスの周知 

M&A におけるデューデリジェンス（売手側の財務状況等について買手側が行う調査）

について、リスク検出のための重要なプロセスである旨を啓発するとともに、当事者の

意向を前提として、案件の特徴に応じて、過剰とならず適切なデューデリジェンスとな

るよう周知する。 

 

（２）事業承継支援の多様化 

後継者が不在の企業のうち７割以上は黒字企業である。事業承継については、承継者
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について、現在のストックベースで見ても、同族承継が低下し、企業内部からの昇格や 

M&A による外部からの就任が増加しており、その結果もあり、後継者が不在である企

業は低下傾向にある。多様な事業承継を支援するため、金融・税制等の支援措置を検討

する。また、経営人材の確保について官民を挙げた広範なマッチングを進める。 

 

①事業承継税制の役員就任要件の検討 

事業承継税制については、現行では、その利用のために、役員就任要件（実際の承継

時に、後継者が役員に就任して３年以上経過している必要があるという要件）を満たす

必要があり、特例措置を利用する場合、本年 12月末（実際の税制上の承継期限である 

2027年 12月末の３年前）までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に

事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年 12月までに後継者を役員に就任

させることは困難であり、事業承継税制を最大限活用する観点から、役員就任要件の在

り方を検討する。 

さらに、事業承継税制について、事業承継・引継ぎ支援センターや商工団体、税理士

会とも連携しつつ、制度の周知徹底に取り組むことにより、最大限の活用に取り組む。 

親族外・社外の第三者への事業承継を促進するため、マッチングプラットフォームに

対し掲載する情報の質の向上等を促すとともに、事業承継円滑化や経営人材確保の観

点からサーチファンドの育成に積極的に取り組む。また、有能な人材（経営者）を広く

登用し、事業承継を更に促進する観点から、第三者への事業承継を促進する税制の在り

方についても検討を深める。 

 

②事業承継・引継ぎ支援センター等の活用促進 

M&Aの相手先企業を探す際、事業承継・引継ぎ支援センター（中小企業庁）や商工会

議所・商工会に依頼する比率はまだ低い。事業承継税制も含め、商工団体や金融機関と

連携し、事業承継・引継ぎ支援センターの強化・周知徹底を行う。 

 

③資本性ローンの活用・フォローアップ 

日本政策金融公庫等によるコロナ対策として実施された資本性ローンは、民間金融

機関からの融資を受けやすくなることが期待されるほか、財務の改善を通じて、経営改

善・事業再生に資するものである。資本性ローンについて、その活用状況をフォローア

ップするとともに、令和６年能登半島地震の被災地域等でも資本性ローンの活用を図

る。 

 

④専門家による適切な助言のための制度の周知徹底 

中小・小規模企業の経営をサポートする立場にある税理士・顧問弁護士・地域金融機

関等の専門家が、事業承継・事業再編、M&A に関する制度の理解が十分でない場合があ

る。こうした専門家に対する制度の周知徹底を行い、経営者への適切な助言につなげ

る。 

 

（３）私的整理の円滑化 
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事業再構築については、リーマンショック以降の大きな変化として、債権者との合意

により債務整理を行う私的整理が増加してきている。経営者の実情に応じた対応を可

能とするため、更なる環境整備を図る。経営者の判断により早期の事業再構築を進める

ことができるよう、諸外国並みに、多数決によって金融負債の整理を進めることができ

る法案の早期提出を目指す。 

 

（４）地方の生活基盤サービス維持のためのグループ化・事業調整の推進 

東京都など４都県を除いて大多数の道府県で人手不足率は増加している。地域の生

活基盤的サービス維持のため、グループ化、事業調整も含めて措置を検討する。 

 

３．（略） 

 

 

Ⅴ～Ⅺ．（略） 
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経済財政運営と改革の基本方針 2024 

（令和６年６月 21日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

第１章 成長型の新たな経済ステージへの移行 
 

１．デフレ完全脱却の実現に向けて  

 

我が国経済は、現在、デフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現させる千載一遇の歴

史的チャンスを迎えている。本年の春季労使交渉では、1991年以来 33年ぶりの高水準の賃

上げが実現し、足元の企業の設備投資は史上最高の水準にある。こうした前向きな動きを中

小企業・地方経済等でも実現し、二度とデフレに戻らせることなく、「コストカット」が続

いてきた日本経済を成長型の新たなステージへと移行させていくことが、経済財政運営にお

ける最重要課題となっている。 

岸田内閣は、これまで、「新しい資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循環」及び「賃金と

物価の好循環」の実現に向け、日本銀行と連携し、適切なマクロ経済運営を行うとともに、

官民連携による賃上げや社会課題の解決を成長につなげる投資の促進に向けた取組などを

進めてきた。こうした「新しい資本主義」の考え方は、新たな経済ステージへの移行に当た

っての基盤となるものである。これらにより、30 年間上がらなかった賃金や物価が動き出

し、企業の成長期待や投資の見通しも高まっている。今は、日本経済への「期待」を現実の

ものとしていくときである。 

現状、為替が円安基調で推移しており、また、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は

力強さを欠いている。海外経済の下振れによるリスク等も残っているが、今後は、景気の緩

やかな回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待される。 

新たなステージへの移行のカギとなるのは、賃上げを起点とした所得と生産性の向上であ

る。まずは、春季労使交渉における力強い賃上げの流れを中小企業・地方経済等春季労使交

渉以外の分野でも実現し、物価上昇を上回る賃金上昇を達成し、定着させる。安定的な物価

上昇の下で、賃上げに支えられた消費の増加及び投資の拡大が、企業収益を押し上げ、その

成果が家計に還元され、次の消費の増加につながる。企業はその収益を原資として成長分野

に更に投資を行うことによって、企業の生産性と稼ぐ力が強化される。成長分野への円滑な

労働移動も可能となり、新たな成長を生み出す好循環が実現する。 

あわせて、社会課題の解決と持続的な経済成長の実現に向け、官民が連携して投資を行う。

グリーン、デジタル、科学技術・イノベーション、フロンティアの開拓、経済・エネルギー

安全保障等の分野において、長期的視点に立ち、戦略的な投資を速やかに実行していく。こ

うして人材や資本等の資源を成長分野に集中投入することによって、経済全体の生産性を高

め、日本経済を「成長型の新たな経済ステージ」へと移行させていく。 

本年の春季労使交渉では、労務費転嫁のための指針が周知されたこと等もあり、労使交渉

資料No.5 
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の結果、力強い賃上げの流れが生み出された。これに加え、本年６月から実施している定額

減税等によって、可処分所得を下支えし、物価上昇を上回る所得の増加を確実に実現する。

そして、この流れを来年以降も持続させるため、あらゆる政策を総動員して賃上げを後押し

し、国民一人一人の生活実感を高めていく。このため、重層的な取引構造となっている業種

を含め、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が行われるよう、官民双方で取組を更に強

化するとともに、企業の稼ぐ力を強化することによって、来年以降、物価上昇を上回る賃上

げを定着させていく。 

賃上げについては、労務費の転嫁円滑化に加え、商慣行の思い切った見直しを含め、業種・

事業分野の実態に応じた価格転嫁対策に取り組むほか、医療・福祉分野等におけるきめ細か

い賃上げ支援や最低賃金の引上げを実行する。あわせて、三位一体の労働市場改革を進め、

全世代を対象とするリ・スキリングの強化に取り組む。個々の企業の実態に応じたジョブ型

人事（職務給）の導入を促進するとともに、雇用政策の方向性を、雇用維持から成長分野へ

の労働移動の円滑化へとシフトしていく。 

企業の稼ぐ力については、人手不足への対応として、業績改善にもつながるデジタル化や

省力化投資の取組を支援するとともに、生産性の持続的な向上に向けて、中堅・中小企業の

設備投資、販路開拓、海外展開等の取組を後押しする。ＧＸ、経済安全保障など、社会課題

の解決に向けた官民連携の投資、デジタル技術の社会実装、宇宙・海洋等のフロンティアの

開拓、海外からの人材・資金の呼び込み等の取組によって、成長分野における国内投資を持

続的に拡大し、経済全体の生産性を向上させる。 

日本銀行は、本年３月 19日、それまでのマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロ

ール等を変更し、金融政策は新しい段階に入った。安定的な物価上昇率の下での民需主導の

持続的な経済成長の実現に向け、政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価

動向に応じた機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 

政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、持続可能な財政構造

を確立するための取組を着実に推進する。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適

切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、２％の物価安定目

標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

こうした取組によって、長期にわたり染み付いた「デフレ心理」を払拭し、社会全体に、

賃金と物価が上がることは当たり前であるという意識を定着させ、デフレからの完全脱却、

そして、経済の新たなステージへの移行へとつなげていく。 

経済財政諮問会議においては、今後とも、賃金、所得や物価動向を含む経済・財政の状況、

金融政策を含むマクロ経済政策運営の状況、経済構造改革の取組状況等について、定期的に

検証していく。 

 

２．豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会に向けて 

 

足元の人手不足の大きな要因でもある人口減少は、2030 年代に加速することが見込まれ

ており、現状のまま生産性上昇率が高まらず、労働参加の拡大や出生率の向上も十分でない
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という前提に立てば、我が国の潜在成長率は長期にわたりゼロ近傍の低成長に陥りかねない。 

将来的に人口減少が見込まれる中で長期的に経済成長を遂げるためには、生産性向上、労

働参加拡大、出生率の向上を通じて潜在成長率を高め、成長と分配の好循環により持続的に

所得が向上する経済を実現する必要がある。これらを通じて、少子高齢化・人口減少を克服

し、国民が豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会を実現していくことをミッション

として掲げ、官民挙げて総力を結集し経済成長のダイナミズムを起こし、これまでの延長線

上にない、熱量あふれる日本経済の新たなステージへの移行を確かなものとしていかなけれ

ばいけない。 

経済・財政・社会保障の持続可能性の確保を図るには、人口減少が本格化する 2030年代

以降も、実質１％を安定的に上回る成長を確保する必要がある。その上で、更にそれよりも

高い成長の実現を目指す。このため、今動き始めているＤＸ、ＧＸを始めとする投資の拡大、

欧米並みの生産性上昇率への引上げ、高齢者の労働参加率の上昇ペース継続や女性の正規化

促進など、我が国の成長力を高める取組が必要である。こうした経済においては、２％の物

価安定目標の持続的・安定的な実現の下で、2040 年頃に名目 1,000 兆円程度の経済が視野

に入る。 

人口減少が本格化する 2030年度までが、こうした経済構造への変革を起こすラストチャ

ンスである。このため、本基本方針第３章を「経済・財政新生計画」として定め、これに基

づき、以下に述べる「新たなステージを目指すための５つのビジョン」からバックキャスト

しながら、今後３年程度で必要な制度改革を含め集中的な取組を講じていく。 

（略） 

 

 

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 
 ～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～ 
 

１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」 

 

（１）賃上げの促進 

 

豊かさを実感できる所得増加を実現し、来年以降に物価上昇を上回る賃上げを定着させる。

このため、賃上げ支援を強力に推進するとともに、医療・福祉分野等における賃上げを着実

に実施する。 

最低賃金は、2023 年に全国加重平均 1,004 円となった。公労使三者で構成する最低賃金

審議会における毎年の議論の積み重ねを経て、2030 年代半ばまでに全国加重平均を 1,500

円となることを目指すとした目標について、より早く達成ができるよう、労働生産性の引上

げに向けて、自動化・省力化投資の支援、事業承継やＭ＆Ａの環境整備に取り組む。今後と

も、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を

図る。 
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（略） 

非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換の促進、都道府県労働局・労働基準監督

署による同一労働同一賃金の更なる徹底を進める。各種手当等の待遇差是正に関する調査等

を踏まえ、ガイドラインの見直しを検討する。いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことが

できるよう、「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適用

拡大等の見直しに取り組む。 

（略） 

 

（２）（略） 

 

（３）価格転嫁対策 

 

新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価

格転嫁」を実現する。このため、独占禁止法 10 の執行強化、下請Ｇメン等を活用しつつ事

業所管省庁と連携した下請法 11の執行強化、下請法改正の検討等を行う。「労務費の適切な

転嫁のための価格交渉に関する指針」を周知徹底する。価格転嫁円滑化の取組について実態

調査を行い、転嫁率が低い等の課題がある業界については、自主行動計画の策定や改定、改

善策の検討を求める。指針別添の交渉用フォーマットについては、業種の特性に応じた展開・

活用を促す。パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組む。中小企業等

協同組合法に基づく団体協約の更なる活用の推進に向け、活用実態の調査や組合への制度周

知に取り組む。サプライチェーン全体における手形等の支払サイト短縮・現金払い化、利用

の廃止に向けた工程の検討を進める。 

中小企業が、取引・決算データを一括管理し、そのコスト構造を可視化することによって、

それを活用する形で価格転嫁を円滑に進め、収益を改善できるよう、2024年度中に、内外に

おけるそうしたデータの管理・活用の取組に関する実態調査を行う。 

官公需について、労務費等の価格転嫁徹底を目的とした期中の契約変更等に対応するため、

必要な予算を確保する。最低制限価格制度等の適切な活用を促進する。 

 

２．豊かさを支える中堅・中小企業の活性化 

 

日本経済を熱量あふれる新たなステージに移行させるため、地域経済を牽引する中堅企 

業と、雇用の７割を支える中小企業の稼ぐ力を強化する。 

 

（１）人手不足への対応 

 

自動化技術等の省力化投資に対する集中的支援を行う。 

幅広い業種に対し、簡易で即効性があるカタログ型の省力化投資支援を行う。事業者それ

ぞれの業務に応じたオーダーメイドの省力化の取組を促進する。その中で、既存補助事業の

56



 
 

早期執行及び運用改善に取り組む。 

運輸業、宿泊業、飲食業を始めとする人手不足感が高い業種において、ＡＩ、ロボット等

の自動化技術の利用を拡大するため、業界団体による自主行動計画の策定を促す。それらの

業種において導入が容易なロボットについて、ハード・ソフト両面の開発を促進する。 

自動化技術を用いることができる現場労働者の育成に向けたリ・スキリングを推進する。

人手不足の資格職等における「分業」（例えば、教師に対する校務・マネジメントの支援、

機械導入によるトラックドライバー業務の軽減等）を推進する。 

大企業に対し、中堅・中小企業と協働する新技術・商品開発（オープンイノベーション）

や、副業・兼業を通じた中堅・中小企業への人材派遣を奨励する。大企業のＤＸ人材等と地

域の中堅・中小企業や地方公共団体とのマッチング支援を行う。地方公共団体や地域の経営

支援機関等が連携して行う人材確保・育成・定着に向けた取組を支援する。 

 

（２）中堅・中小企業の稼ぐ力 

 

成長市場に進出しようとする者の事業再構築、新製品開発や新市場の開拓、イノベーショ

ン創出、ＤＸ・ＧＸの取組を促進する。サイバーセキュリティ対策、インボイス制度への対

応を支援する。 

中小企業に対する支援機関や金融機関等による能動的な支援を促すため、2024年度中に、

企業情報やその支援ニーズを集約したマッチングプラットフォームの運用を開始する。 

金融支援については、令和６年能登半島地震による被災地域については配慮した上で、

2024年７月以降は、支援の水準をコロナ禍以前の水準に戻す。なお、円安等による資材費等

の価格高騰の影響を受ける事業者に対する金融支援は継続する。その上で、「資本性劣後ロ

ーン」の利用促進、中小企業活性化協議会による再生計画策定支援等を通じた経営改善・再

生・再チャレンジの支援に重点を置く。政府系金融機関による資本性資金や中小企業基盤整

備機構が出資するファンドの利用を促進し、いわゆるエクイティも活用した成長支援を行う。 

不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権その他の財産を

目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化の準備を進める。 

事業承継及びＭ＆Ａの環境整備に取り組む。事業承継税制の特例措置について、役員就任

要件の見直しを検討する。第三者への承継を促進する税制の在り方の検討を深める。Ｍ＆Ａ

を円滑化するため、仲介事業者の手数料体系の開示を進める。Ｍ＆Ａ成立後の成長に向け、

実施企業によるＰＭＩや設備投資を促進する。地域金融機関に対し、ＰＭＩを含め、Ｍ＆Ａ

の支援を強化することを促す。経営者保証が事業承継やＭ＆Ａの支障とならないよう、金融

機関が中小企業に対し事業承継やＭ＆Ａに関するコンサルティングを行う際に、経営者保証

の解除に向けた方策を提案することを促す。事業再構築、Ｍ＆Ａ、廃業等について、地域の

支援機関が連携する相談支援体制を構築し、その取組の普及広報を行う。中小企業の経営者

教育や後継者育成の推進に取り組む。 

中堅・中小企業の自律的な成長と良質な雇用創出を促す。地域経済を牽引する中堅企業や

売上 100億円以上への成長を目指す中小企業について、関係省庁が連携するビジョンの策定
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及び地方公共団体や支援機関による支援体制の構築を行いつつ、それらの設備投資、Ｍ＆Ａ・

グループ化等を促進する。工業用水道や産業用地等のインフラの有効活用・整備・強靱化に

取り組む。 

小規模事業者の持続的発展に向けて、2024年度中を目途に、商工会・商工会議所の広域連

携の促進を含め、小規模企業振興基本計画を見直す。 

地域の社会課題解決の担い手となるゼブラ企業の創出やインパクト投融資の拡大のため、

「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を踏まえ、先行事例の実証支援等を行い、事業

モデルの整理、支援手法や社会的インパクトの評価手法の確立に取り組む。 

 

（３）（略） 

 

３．（略） 

 

４．スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社会課題への対応 

 

（１）（略） 

 

（２）海外活力の取り込み 

 

（略） 

 

（外国人材の受入れ） 

 

（略） 

育成就労制度については、必要な体制整備、受入れ見込数・対象分野の設定、監理支援機

関等の要件厳格化に関する方針の具体化等を行う。特定技能制度については、受入れ企業と

地方公共団体との連携の強化を含め、適正化を図る。最低賃金及び同一労働同一賃金の遵守

の徹底等を通じて、適正な労働環境を確保する。 

 

（３）（略） 

 

５～８．（略） 

 

 

第３～４章 （略） 
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15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（木） 8月16日（金） 8月28日（水） 9月27日（金）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9月29日（日）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 10月2日（水）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 10月3日（木）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 10月4日（金）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 10月6日（日）

8月13日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 10月9日（水）

8月14日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月11日（水） 10月11日（金）

8月16日（金） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月17日（土） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月13日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となる。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

59

andouy
フリーテキスト
資料№12



60



15日 10営業日 30日

→ → →

10月1日（火） 10月16日（水） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月3日（木） 10月18日（金） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月4日（金） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月5日（土） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月6日（日） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月22日（金） 12月22日（日）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月28日（月） 11月12日（火） 11月26日（火） 12月26日（木）

10月29日（火） 11月13日（水） 11月27日（水） 12月27日（金）

10月30日（水） 11月14日（木） 11月28日（木） 12月28日（土）

10月31日（木） 11月15日（金） 11月29日（金） 12月29日（日）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月21日(土)発効とするためには、10月23日(水)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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令和５年度特定最低賃金審議日程表 

審 議 会 主 な 議 題 日  時 場  所 

第 477回 

岐阜地方最低賃金審議会 
金 額 改 正 諮 問 8月 7日（月）11:00～ 

岐阜合同庁舎５階 

共用第１会議室 

第 479回 

岐阜地方最低賃金審議会 
金 額 改 正 答 申 10月 20日（金）10:00～ 

岐阜合同庁舎５階 

共用第１会議室 

第 480回 

岐阜地方最低賃金審議会 
異 議 申 出 対 応 11月７日（火）10:00～ 

不開催 

（異議申出なし） 

 

特定最賃件名 
専 門 部 会 委 員  

日  時 場  所 
公益 労側 使側 

電子部品･デバイ

ス・電子回路、 

電 気 機 械 器 具 、 

情報通信機械器具 

製   造   業 

青木 政浩 栗本 理花 小谷 健一郎 第１回 
９月 11 日(月) 

13:30～ 

５階共用 

第１会議室 

高橋 勉 志津 修司 澤村 俊夫 第２回 
10 月５日(木) 

14:00～ 

４階 

Ｂ会議室 

宮坂 果麻理 山田 亮 南角 昌克 第３回 
10 月 16 日(月) 

13:30～ 

５階共用 

第１会議室 

自動車･同附属品 

製   造   業 

栗山 知 奥村 真一 竹中 拓也 第１回 
９月 11 日(月) 

13:30～ 

５階共用 

第１会議室 

寺本 和佳子 桑山 勝司 野原 茂基 第２回 
10 月３日(火) 

14:00～ 

５階共用 

第１会議室 

宮坂 果麻理 齋田 周作 星屋 雅人 第３回 
10 月 12 日(木) 

13:30～ 

４階 

Ｂ会議室 

航空機・同附属品 

製   造   業 

青木 政浩 北島 あづさ 加藤 隆司 第１回 
９月 11 日(月) 

13:30～ 

５階共用 

第１会議室 

高橋 勉 西脇 啓二 川本 敏 第２回 
10 月２日(月) 

14:00～ 

５階共用 

第１会議室 

寺本 和佳子 村上 正春 宮尾 篤 第３回 
10 月 10 日(火) 

13:30～ 

５階共用 

第１会議室 
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特定最低賃金の審議の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和５年度 

７/３   ７/27         ８/７  ８/７    

令和６年度日程  

会    議（主な議題） 審議 意 見 書 

７月 29日 本審 

（県最賃目安伝達予定日） 
必要性諮問、必要性審議  

８月５日 本審 

（県最賃答申予定日） 

必要性審議 

必要性答申・金額改正諮問 

・①(使)の意見書審議 

・必要性答申を受けて 

  ②の意見書公示 

  ③(労)の聴取意見書依頼 

 

９月９日 特賃合同専門部会 

 

 

金額改正審議 

 

 

 

 

第２回特賃専門部会 10/1～8 

第３回特賃専門部会 10/9～18  
金額改正審議 ・①、③の聴取意見書審議 

※ ①、③は、平成１４年１２月の中賃報告を受け、平成１５年から聴取することで合意した意 

 見書。（平成１５年以降①(使)は必要性審議で提出、③(労)は金額審議で提出することとして 

 いる。） 

②は、法に基づくもの。公示するも、意見書の提出はない。 

   ①、③は、審議会長名で予め確認した関係団体に意見聴取。 

※①(使) ※② ※③(労) 

申 

出 

必
要
性
の
諮
問 

関係労使 

意見聴取 

金
額
の
諮
問 

審  議 
必
要
性
答
申 

審 議 

意 見 書 

提出公示 

答 

申 

意見書 

提出 

意見 

聴取 
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○最低賃金法 ＜抜粋＞ 

 (専門部会等) 

第二十五条 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を

調査審議させるため、専門部会を置くことができる。 

2 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められ

たときは、専門部会を置かなければならない。 

3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を

代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 

4 第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。 

5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審

議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使

用者の意見を聴くものとする。 

6 最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合において

は、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。 

 

 

○最低賃金法施行規則 ＜抜粋＞ 

 (関係労働者及び関係使用者の意見) 

第十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは

廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議

会」という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第二十五条

第五項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに

意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に

意見書を提出すべき旨を公示するものとする。 

2 最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係

労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出

席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。 

3 第七条の規定は、第一項の規定による公示について準用する。 
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岐阜地方最低賃金審議会 岐阜県最低賃金専門部会運営規程 

第１条  この規程は、岐阜地方最低賃金審議会岐阜県最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の 

    議事に関し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定めるも 

    のである。 

第２条  専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、岐阜労働局長 

    （以下「局長」という。）又は３人以上の委員から開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

２  前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合は、付議事項及び希望期日 

  を、遅くとも当該期日の５日前までに、部会長に通知しなければならない。 

３  部会長は、会議を招集するときには、緊急やむを得ない場合のほか、遅くとも３日前までに、付 

  議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するものとする。 

４  部会長は、専門部会の円滑な運営を図るため、必要に応じて公益会議、公労会議又は公使会議を 

  開催することができる。 

第３条  部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受信により、相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。次項においても同じ。）を利用する方

法によって、会議に出席することができる。 

  ２  テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第６条第６項により準用

する同令第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会長に適当な方法で 

    通知しなければならない。 

第４条  部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。 

３  専門部会は、部会長が必要であると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことがで 

  きる。 

第５条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼす 

    おそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な 

    意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議 

    を非公開とすることができる。 

２  部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることが 

  できる。 

第６条  会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保 

  護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがあ 

  る場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、 

  部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

第７条  部会長は、専門部会において最低賃金法及び最低賃金審議会令に基づいて議決を行ったときは、 

    その都度、岐阜地方最低賃金審議会会長に報告するものとする。 

第８条  この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部会の議決に基づいて行 

    う。 

第９条  この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

附 則  この規程は、令和  年  月  日から施行する。 
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